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東京・隅田川があふれた明治29年大水害

　1896（明治29）年９月10日、マリアナ諸島から

北西進してきた台風は、奄美諸島付近で向きを北

東に転じた。台風は11日鹿児島県大隅半島から四

国沖に進み、11日夜紀伊半島に上陸し、12日朝佐

渡付近に達した。なお、９月６日にも別の台風が

紀伊半島に上陸した。

　東京の天気は次のとおり（括弧内は日雨量〔ミ

リ〕）。８日暴風雨（８）、９日雨（17）、10日

大雨（28）、11日暴風雨（14）、12日暴風雨（16）、

13～14日曇り、15日大雨（51）、16日大雨（55）。

この大雨のため、荒川、利根川、多摩川など東京

市内の河川はいずれも増水し、大きな被害をだし

た。

　荒川は戸田橋辺りの水位が９日昼に平水より１

丈２尺（3.6m）、10日午前５時には5.4m、11日午

前５時には6.5mと急激に増えた。11日には志村付

近で45戸、岩淵町で243戸、王子町内で231戸、千

住辺りで136戸、田畑120町歩が浸水して、本所区、

浅草区の一部も浸水した。

　利根川も増水し、鬼怒川が合流した辺りで、利

根川の水が利根運河を逆流して江戸川に入った。

江戸川は11日午後８時に宝珠花の量水標が５mに

達し、12日午前11時に三輪野江村の深井新田先で

堤防が決壊、埼玉県の庄内古川も破堤し、13日午

後11時には北埼玉郡八木郷村の小向堤防が破れた。

このため中川が大増水して15日午前１時には南葛

飾郡新宿町で堤防２か所、同日午後５時前後には

奥戸新田の塩入堤防が、また東京への関門である

花畑村の六ツ木入堰が16日午前０時にそれぞれ破

れた。

　隅田川の堤防から水があふれて、水は柳島方面

へ押し寄せて、押上の堤を２尺も越えた。押上１

丁目から新小梅町方面は水浸しとなり、向島須崎

から中ノ郷を経て押上までは浸水家屋が1,333戸、

押上から柳島、大平町辺りは1,924戸、柳島本町

と同横川町は136戸浸水し、ところによっては床

上２尺に達した。

　この洪水では、本所を中心に浸水し、府と警視

庁は救助に全力をあげた。本所区内で救助された

人は1,700余人にのぼった。避難者は表町の明徳

学校、須崎町の牛島学校、中ノ郷業平町の真正寺

などに収容され、炊出しをもらった。被害は特に

区内北部で大きく、18日夜水深５尺（1.5m）に達

し、最悪となった。浸水は10余日に及び、27日に

なってようやくすべての水が引いた。

　『大洪水の図』は明治29年９月28日印刷、10月

１日出版とある。右上の説明文の概要は、「明治

29年９月の府下の水害は、中川筋の堤防が決壊し

て向島一円本所の一部が一面の大洪水となった。

昨日までの青田は今日は大湖のようになり舟で往

来した。府庁および各警察署から巡査が出張し防

御し人民を救助するなどの尽力が実った。50余年

来の大洪水には驚くばかりである。」

　また、朝日新聞（９月22日付）の記事に「小梅

瓦町14番先の濁流は非常な勢いの奔流で、戸板も

しくはいかだで流れ来るものを救助した。そのた

めに、昼夜の別なくサーベルをつけた巡査が詰め

切り、昨日までに誤って川中に流れ込まんとした

者を救助したる数36名。また同地の米商宮川兵助

は長さ３間ぐらいの竹に鉤（かぎ）をつけ、流れ

る者を引き寄せて救い上げた。その数20余名の多

きに達せリ、奇特と言うべし」とある。

　絵図に描かれている三囲（みめぐり）神社（現・

墨田区向島２－５）は隅田川の言問橋のすぐ北、

川の東側の土手下にある。400年近い歴史があり、

神社の別殿には古くから大黒・恵比寿の２神の神

像が奉安されている。「三圍社」の扁額をかかげ

た鳥居（石造り）には慶応２年（1866）２月初午

と彫ってある。神社は現在では隅田川七福神めぐ

りの出発点である。

　明治29年の水害は、東京の明治三大水害の一つ

で、同43年の大水災に次ぐものである。それにし

ても明治29年は災害が多く、６月15日に明治三陸

地震津波、７月下旬に新潟・北信の大洪水（横田

切れ）と続いた。

［参考文献］

・畑市次郎,東京災害史,1952,都政通信社同誌編纂委員会

・荒川下流誌／本編,2005,（財）リバーフロント整備

　センター

・中央気象台年報［第２編］暴風雨の部,1896年,

宮澤清治（元神戸海洋気象台長／元本誌編集委員）



大洪水之図（25×38cm、3枚、防災専門図書館蔵）



~弘主；

、

t主：Ti品＿，4予バ一、品川智3益法

; !il ·)<- \lt.1!柏戸；.，，，~，ーで点々

決：ヲ；~glk.$1' 1集計~；.3;;:. .!J

パ一品必~薄暗J三なめ4・ 3告

。 Fベ吋～寸ミ掛.lll許相良；~·· ··，5



予防時報

230 

2007予防時報230

防災言
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　「お客様は神様です」が流行語になったことがある。経営のめざ

す理念にからめてこのフレーズを使う企業トップもいた。いま、「顧

客保護」がこれに代わった。両者は似ているが、決定的な相違点が

ある。「顧客保護」の場合、法令が事業者にそのための「体制」ま

で求める。

　2007年５月 14日から施行になった改正消費生活用製品安全法

の場合で考えてみよう。法改正のきっかけになったのは、ガス瞬間

湯沸し器や家庭用シュレッダーなどによる事故である。こうした私

たち消費者の身の回りの製品による事故を防止するためには、単に

メーカーが安全な製品づくりを心がけるだけでは足りない。輸入事

業者、修理・設備工事事業者、販売事業者などが、あげて顧客保護

体制の整備を図らなくてはならない。

　改正法は、私たちの身の回りの製品を対象とした事故情報の報告・

公表制度を創設した。この制度を機能させるためには事故情報を収

集し、すみやかに経営陣に伝える社内体制ができていなくてはなら

ない。報告を怠った事業者には改善を義務づける「体制整備命令」

が出され、同命令に違反すると懲役刑を含む刑罰の対象になる。

　「お客様第一主義」というだけならば、スローガンで終わってし

まうおそれがある。そこで、法令が顧客保護を目に見える「形」に

することまで要求する。「形」とは「体制」のことであり、消費者

などの利害関係人に分かりやすく開示し、説明できるものでなくて

はならない。

　こうした法令による「体制」要求はさまざまな分野にみられる。

個人顧客情報漏えい防止に向けた「安全管理措置」(個人情報の保

護に関する法律20条 ) がそうであり、改正雇用機会均等法が措置

義務化した「セクハラ防止策」もそうである。会社法は、法令遵守

を目的の一つとする内部統制の「体制」化を求めている。

　さらに、2007年中に全面施行になる金融商品取引法は、金融商

品のリスクを顧客に説明する義務を定めた。なかには、個人情報保

護法のように顧客からのクレームや苦情を処理する体制の整備を求

める法律もある。法令を遵守することやそのための組織の内部統制

は法律が求めるまでもなく当然のことにすぎない。問題はいかにこ

れを「体制」化し、マネジメントプロセスに組み込めるかである。

顧客保護体制

 防災言

長
は せ が わ
谷川 俊

としあき
明

長谷川俊明法律事務所 弁護士／
本誌編集委員
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《水害が変わり始めた》
　今年もまた雨のシーズンが巡ってきた。梅

雨や台風や秋雨などで、日本は水に恵まれた

緑豊かな国を作ってきたが、豊かな水は多く

の水害の原因にもなってきた。今も昔もその

傾向に変わりはないが、最近水害を巡る状況

が大きく変わり始めているようにみえる。

　一つ目の変化は、被災地域と発生頻度だ。

かつて台風銀座とか水害常襲地帯と呼ばれ

た九州南部や四国、紀伊半島の太平洋側など

日本の南西部以外でも、大きな水害が起きる

ようになった。また、この 30年で、一日に

200ミリ以上の大雨が降った回数は、20世

紀初頭の 30年間に比べて 1.5 倍に増えた。

激しい雨の降る回数が増え、水害に襲われる

地域が広がっているようにみえる。

　二つ目の変化は、人的被害の原因が変わっ

てきたことだ。かつての水害は河川の決壊や

高潮などで大きな被害がでたが、2006年の

梅雨前線豪雨では 33人の犠牲者のうち 21

変わる水害と情報

やまざき          のぼる

山　　登
ＮＨＫ解説委員 人までが土砂災害によるものだった。最近は、

都市の周辺部の開発や地方の山あいの地域で

起きる土砂災害で、多くの犠牲者がでるよう

になった。

　三つ目の変化は、犠牲者の年齢に偏りがで

るようになり、高齢者が犠牲になるケースが

目立つことだ。2004 年の水害による犠牲者

は 135人にのぼったが、全体の 61％が高齢

者だった。私自身、水害の現場に出かけると、

一人では避難できない高齢者や高齢者世帯の

被害の深刻さに驚くことが多かった。

《対策も変わる必要がある》
　こうして水害の構造が変化する傾向を受け

て、対策も変わろうとしている。

　国土交通省の委員会は、今後は人口密集地

など「護るべきもの」をはっきりさせて堤防

などの整備を進めるべきで、従来の水害対策

を転換する必要があるという提言をまとめた。

これは従来の治水思想の転換を示したものと

受け止める必要がある。というのも、高度経

済成長時代以降の日本の洪水対策は、河の中

に水を閉じ込め、流域全体を平等に守ること

を目指してきた。そのために、ダムや堤防な

どの施設を整備し、一定の効果を上げてきた。

　そうした施設の整備には、どの程度までの

水害に備えるかという想定があり、一級河川

であれば、おおむね100年に一度の豪雨から

流域を守るように作られている。ところが、

最近各地で起きている水害は、この想定を超

えるような豪雨によって引き起こされること
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が多い。2004年の新潟水害、1998年の東北

南部から北関東の豪雨災害は、300年に一度

の雨量といわれた。

　こうした水害の対策を考えるとき、たとえ

ば400年に一度の豪雨にも耐えられる施設を

整備することは現実的ではない。相手が自然

である以上、常に想定を超える豪雨が降る可

能性を考える必要があるからだ。また、最近

の国や自治体の財政状況も、自然環境に対す

る住民の関心の高まりも、かつてのように施

設を中心とした対策には限界があることを示

しているといっていい。

　そこで、従来のように水害を力ずくで押さ

え込む対策ではなく、ときどきは洪水や土砂

崩れなどが発生せざるをえないことを前提に、

流域や地域の安全を考え、被害を最小限にく

い止める対策が求められることになる。つま

りは、従来の施設による水害対策に加えて、

災害情報や防災教育などによって円滑な避難

を進め、人的な被害の軽減をはかる必要があ

るのだ。

《求められる“わかりやすい災害情報”》
　こうした時代の防災の基本は「自分の命は

自分で守る」「地域の安全は地域で確保する」

ことである。しかも、従来の施設による水害

対策に限界がみえたということは、今後、ま

すます、それぞれの地域や住民の取り組みが

重要になることを示している。

　私は、その取り組みを進めるために最も必

要なことが、“わかりやすい災害情報”の提供

と、それをきちんと理解し、防災に活かす社

会の構築にあると思っている。しかし、災害

情報を巡っては、多くの課題が山積している。

　まず、全国の河川がある自治体のうち、洪

水ハザードマップを住民に公表しているのは

３分の１しかない。また、住民の避難を円滑

に進めるためには、自治体が「避難勧告」や

「避難指示」といった情報を的確に発表し、伝

達する必要があるが、被災地を取材すると情

報の発表が遅れたり、伝達体制が整っていな

かったりといったケースが目立つ。

　さらに、そうした情報が、きちんと理解さ

れるように伝わっているかどうかにも疑問が

残る。河川の管理者や砂防関係者が発表する

情報には専門用語や数字が多かったり、情報

そのものの数が多かったりして、自治体の担

当者や住民には意味がつかめなかったり、活

かせなかったりすることが多いのが現状だ。

　いまや、水害の被害を減らすためには、自

治体の担当者や住民に「必要な情報」がきち

んと伝わるようにすることが、最も大切なこ

となのだ。つまり、切迫した事態の中で、「誰

にでもわかる水害情報を出す」ことが、河川

管理者や砂防関係者などの専門家にとって、

最も重要な責務となった時代だということが

できる。

　命を守る水害情報はどうあるべきなのか。

その具体的な取り組みをどう進めたらいいの

か。国はむろんのこと、各自治体、そしてそ

れぞれの地域の段階で、検討と対策を急いで

欲しいと思う。

ずいひつ
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２．竜巻は増えているのか？

　たて続けに起きた２つの竜巻による大きな被害
は、突風に対する社会の強い関心を集めることと
なった。また、地球温暖化によって竜巻が発生し
やすくなってきているのではないかという懸念も

１．最近の竜巻災害

　2006年は竜巻による災害が相次いだ１年であっ
た。９月 17日には、台風 13号に伴って宮崎県で
少なくとも３つの竜巻が発生した。このうち延岡
市を襲った竜巻では死者３名、負傷者 143名、家
屋の全壊 116棟、半壊 344棟、一部損壊 945棟（平
成 18年 10 月 12 日延岡市調べ）という大きな被
害が発生した。この竜巻の経路上では、台風によ
り徐行運転中であった JR九州の下り特急列車「に
ちりん５号」（５両編成）が脱線転覆して、運転士・
乗客合わせて６名が負傷した。
　さらに、この災害からまだ２ヶ月も経ない 11
月７日には、樺太付近の低気圧から南に伸びる寒
冷前線が近づいていた北海道で再び複数の竜巻が
発生した。中でも、佐呂間町若佐地区を襲った竜
巻（写真）は、工事用のプレハブを直撃するなど
して、死者９名、負傷者31名、家屋の全壊 44棟、
半壊 11棟、一部損壊 62棟を生じ（2006 年 12 月
28日佐呂間町調べ）、死者数では 1941 年 11月 28
日の愛知県豊橋市の竜巻で 12人が亡くなって以
来、65年ぶりの大きな被害となった。わが国の竜
巻による死者数は1961～ 1993年の 33年間の統計
によると１年当たり平均 0.5 人であるから、2006
年はこの２つの竜巻で 24年分の犠牲者を生じた
ことになる。

＊にいの ひろし／東京大学海洋研究所 教授

竜巻災害の軽減に向けて
新野 宏＊

写真　朝日新聞社のヘリコプター「はやどり」から見た佐
呂間町若佐地区の被害の様子（2006 年 11 月８日
筆者撮影）。
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呈された。
　図１は、1916 ～ 2004 年までのアメリカの竜巻
の発生数を示したものである。これを見ると、確
かに 1940 年代以降竜巻の発生数は右上がりに増
加しているように見える。しかし、冷静にこの図
を眺めてみると 1950 年頃と 1990 年頃に大きな増
加が見られることがわかる。
　1950 年頃の増加は、1948 年に偶然竜巻予報が
成功したことや、気象用レーダーの開発による竜
巻予知の期待が高まり、社会の関心が増して竜巻
の報告が多く寄せられるようになったためと考え
られる。また、1990年頃の増加は、アメリカ全土
を覆うドップラーレーダーという特殊なレーダー
網が完成し、積乱雲の中に竜巻を起こしやすい兆
候が見つかったときに現地調査を行い、弱い竜巻
が見つかる機会が増えたためと考えられる。
　このように、竜巻の発生数の統計は人為的要因
によるところが大きく、地球温暖化に伴う緩やか
な変化を検出できるほど安定したものではない。
一方、わが国でも 1950 年代後半に人為的要因に
よると思われる竜巻発生数の増加が見られるが、
1960年以降は発生数の長期的変化は見られない。
　一般に自然現象による災害は、現象の規模、発
生場所、発生時刻などに大きく依存する。どんな

に強い竜巻でも、人家の少ない所に発生すれば被
害は少ないであろう。2006年に大きな被害が出た
のは、地球温暖化の影響ではなく、運悪く市街地
や脆弱な建築物が襲われたためと思われる。
　しかしながら、このことは、わが国のどこにい
ても竜巻に遭遇する危険性があり、一度竜巻に襲
われると悲惨な被害を受けることを明確に示した
のである。
　そこで、発生頻度が小さく、局所的だが激しい
被害を生ずる竜巻に日頃からいかに備え、その被
害を軽減するか、その基本的な対策と背景につい
て以下で述べることにする。
　なお、竜巻とこれを生み出す積乱雲の基本的な
解説は2002年の本誌209号 （http://www.sonpo.or.
jp/archive/publish/bousai/jiho/no_209.html）にあ
るので併せて参考にしていただきたい。

３．竜巻を生み出す積乱雲
      「スーパーセ ル」

　竜巻は積雲や積乱雲などの対流性の雲に伴って
発生する。中でも、強い竜巻はスーパーセルとい
う特殊な積乱雲によって作られることが知られて
いる。スーパーセルは環境場の風速が上空に行く
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図１　アメリカにおける年
間竜巻発生数の 1916
年から 2004 年まで
の経年変化

　アメリカ・ネブラスカ大
学のホームページ http://
www.hprcc.unl.edu/nebraska
/ustornadoes1916-2004.html
より。
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ほど急激に強くなり、また風向が地表面近くは南
東風、少し上に行くと南風、更に上空は西風とい
うふうに、高度が上がるにつれて時計回り（南半球
では反時計回り）に変化するときに発生しやすい。
　これには２つのしくみが関わってくる。１つは、
積乱雲の強さと寿命に関することである。風速や
風向が、高さと共に余り変化しない環境場で発生
する積乱雲の寿命は、たかだか１時間程度である
ことが多い。これは、積乱雲が発達するにつれ、
上昇流の領域の上空に雨粒や雹などの降水粒子が
大量に作られ、やがてその重さを支えきれなく
なって上昇流がつぶされてしまうからである。こ
れに対して風向･風速が、高さと共に大きく変わ
る環境場で発生する積乱雲の場合は、上昇流の上
空に作られる降水粒子が上昇流とは別の領域で落
下することが可能となり、強い上昇流を長時間持
続する積乱雲が維持されるようになるのである。
　もう１つは、雲の中で形成される回転に関わっ
ている。詳細は省くが、風向・風速が高さと共
に急激に変化する環境場の中で積乱雲に伴う上昇
流が起きると、複雑な過程を経て雲の中に直径数
kmの回転気流（メソサイクロンと呼ばれる）が
生ずるしかけがある。メソサイクロンが竜巻とど
う関わっているかは、現在も完全にはわかってい
ないが、最近の研究によるとメソサイクロンが発
達すると地上１kmほどの大気下層でも秒速 40m
を超える強い上昇流を作り出し、これが竜巻発生
の重要な引き金になるようである。メソサイクロ
ンの存在はドップラーレーダーという雲内の気流
を測定することのできる特殊なレーダーにより探
知できる場合が多い。また、メソサイクロンによ
る気流で雨粒が流されて、雨粒がフックのような
形に突き出している様子（フック状エコーと呼ば
れる）が気象用レーダーで観測されることも多い。
実際、メソサイクロンやフックエコーの検出は後
ほど述べるように、アメリカでは竜巻警報発令の
１つの基準になっている。

　アメリカでは、時折、広範囲で多数の竜巻が発
生する事例が見られる。例えば、1974 年４月３
日から４日にかけての 17時間には、インディア
ナ州からアラバマ州にかけての 500km× 1,000km
の範囲に 148 個の竜巻が発生し、315 人が犠牲と
なった。このような事例では、広範囲でスーパー
セルが発生しやすい風や温度・湿度の高度分布が
実現し、それぞれのスーパーセルが竜巻を発生さ
せると考えられる。このことは、スーパーセルの
発生しやすい環境場を把握することにより、竜巻
発生の可能性（ポテンシャル）を予測することを
期待させる。2006年に発生した延岡市の竜巻も佐
呂間町の竜巻もスーパーセルによって作られたこ
とがわかってきている。

図２　ハリケーン中心に相対的な竜巻の発生位置と強さ
　1948 ～ 1986 年にアメリカでハリケーンに伴って発生し
た竜巻の発生位置と強さをハリケーン中心に対する位置
で示したもの。但し、ハリケーンの進行方向を０度の方
向（紙面上方）に揃えて示してある。図の同心円はハリケー
ン中心から距離が 200km毎に描いてあり、竜巻の発生位
置を示す白丸の大きさは藤田スケールという竜巻の強さ
を表すスケールが大きいほど大きく描いてある（McCaul, 
1993）。
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４．台風に伴う竜巻

　わが国で発生する竜巻の約 20%は台風に伴うも
のである。2006年の延岡市の竜巻も台風13号に伴っ
て発生している。図２はアメリカのハリケーン（呼
び名は異なるが気象学的には台風と同じもの）に
伴って発生した竜巻のハリケーン中心に対する位置
をハリケーンの進行方向を上に揃えて示したもので
ある。これを見ると、竜巻はハリケーンの進行方向
右前方象限で、中心から 400km以内で多発してい
ることがわかる。図３はハリケーンの進行方向右前
方象限の平均的な風の高度分布と、それ以外の象限
も含めたハリケーン全体の平均的な風の高度分布を
示したものである。これから、進行方向右前方象限
では、他の象限に比べて、上空に行くにつれ、急
激に風速が大きくなり、また風向も大きく変化して
いることがわかる。このような風の高度変化はスー
パーセルを生じやすい条件を満たしているため、ハ
リケーンの進行方向右前方象限では竜巻が発生しや
すいのである（これ以外に積乱雲が発生しやすい条件
も進行方向右前方象限で満たしていることが多い）。
　2006 年９月 17日に宮崎県で少なくとも３つの竜
巻が発生したのは、正に台風 13号の進行方向右前
方約 300kmにあたっており、いずれもアウター・
レインバンドと呼ばれるバンド状に並んだ積乱雲群
によって発生したものであった。この事例について
は、数値シミュレーションによる研究が進みつつあ
る。その結果、これらの積乱雲群の個々の積乱雲
はいずれもスーパーセルの特徴を持っていたこと
がわかっただけでなく、スーパーセルに伴って竜
巻が発生する様子も再現されつつあり、竜巻の発
生機構の解明が進むものと期待されている。

５．最近の竜巻の予知・予測の動向

　米国海洋大気庁（NOAA）の統計によれば、
1973 ～ 2002 年の 30年間のアメリカにおける１年
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当たりの気象災害による死者数は洪水 110 人、
落雷 69人、竜巻 66人、ハリケーン 14人となっ
ている。2005 年のハリケーン・カトリーナの被
害を入れるとハリケーンの被害もこれらに匹敵
するようになるとは言え、竜巻がアメリカの大き
な気象災害の１つであることは疑う余地がない。
　アメリカでは竜巻等の激しい現象に関わる
予・警報が、NOAAのNWS（National Weather 
Service：米国気象局）から発令されており、対
流活動に関する見通し（Convective Outlook）、
シビアストーム注意報（Severe Storm Watch）、
竜巻注意報（Tornado Watch）、シビアストーム
警報（Severe Storm Warning）、竜巻警報（Tornado 
Warning）の５つの情報が提供されている。対流
活動に関する見通しは数値予報の情報をもとに
３日先まで発表されており（http://www.spc.noa
a.gov/ products/outlook/）、１日先に関しては竜
巻・雹・強風に関する見通しも、専門家向けの
予報文だけでなく、一般向けにホームページの

図３　ハリケーンの進行方向右前方の風の高度分布（太
実線）と他の位置も含めたハリケーン全体の平均
的な風の高度分布（細実線）

　VR は中心から半径方向外向きの風速成分で、Vθは円
周方向の風速成分を表す。黒四角と白四角はいずれも地
上（SFC）から高度１km毎の風速ベクトルの先を示す。
すなわち、円の中心から四角に向かって線を引くと、そ
の方向が風向を表し、線の長さが風速の大きさを表す。
円の半径は風速 25m/s を表す（McCaul, 1993）。
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地図上に確率表示で示されるようになっている（ht
tp://www.spc.noaa.gov/products/outlook/day1otlk. 
html）。
　数値予報やドップラーレーダーの情報を総合し
て、激しい積乱雲や竜巻が発生する恐れがある
ときには、およそ１時間前に今後数時間程度にわ
たっての竜巻注意報が、アメリカ・オクラホマ州
にあるNWSのストーム予報センターから発表さ
れ （http://www.spc.noaa.gov/products/wwa/）、
約 10分毎に更新される。図４は 2006 年６月２日
５時 51分（東部夏季標準時：EDT）に発表され
た竜巻注意報の発令域と、14時 22分に更新され
た発令域の例である。竜巻注意報が発令された地
域の住民は気象状況に注意を払い、今後の情報や
警報を聞き逃さないようにすることを促される。
また、訓練を受けたストーム・スポッターと呼ば
れる竜巻追跡者達は、竜巻発生の兆候に目を凝ら

すことになる。竜巻警報は、竜巻が目撃されたか、
ドップラーレーダーでメソサイクロンが探知され
たときにNWSの最寄の気象台から 30～ 60分位
の有効期間で発令され、テレビ・ラジオなどで伝
えられる。学校などでは建物内のシェルターに生
徒を避難させるなどの行動がとられる。
　わが国では、現在のところ、突風に関する情報
は気象庁から雷注意報に関連して発表されている
ものの、竜巻等突風に特化した予・警報はない。
しかしながら、2006年の大きな竜巻災害を契機に
して、竜巻等突風に関わる情報提供の可能性が検
討されている。
　このような情報提供の方針は基本的には 2本立
てになるものと思われる。１つは、数値予報で与
えられた大気状態の予報に基づいて、大気の不安
定度や風の高度変化が竜巻を起こすスーパーセル
の発生に適していると見られる地域をいくつかの
県にまたがる程度の範囲で特定し、１日から数時
間前に発表する「ポテンシャル予報」である。も
う１つは、ドップラーレーダーで積乱雲の中にメ
ソサイクロンが検出されたときに発表する短時間
の「予知情報」である。
　気象庁では全国に配備されている気象用レー
ダー 20台のうち 11台に、2007年度末までにドッ
プラー機能を付加することになっている。ドップ
ラーレーダーによって積乱雲の中にメソサイクロ
ンが探知されたときに竜巻が発生する確率は、ア
メリカでの統計では 20%と言われる。しかし、大
陸性気候で比較的乾燥したアメリカと海洋性気候
で湿潤なわが国では、積乱雲の特性も異なること
が考えられる。そこで、まずは数年間にわたって、
メソサイクロンが探知されたときの竜巻発生確率
に関して、わが国独自の統計データを蓄積する必
要があると考えられる。
　「ポテンシャル予報」についても同様で、これ
までスーパーセルの環境場を把握するのに適切と
される温度・湿度・風の鉛直分布から求められる

図４　アメリカにおける竜巻注意報の例
　この例で示された「注意報 330 番」は、熱帯低気圧がフ
ロリダ半島を北東進した東部夏季標準時（EDT）の５時
51 分に、破線の四角で囲まれた領域に６時 50 分から 15
時まで発令されたが、約 10 分毎に更新され、14 時 22 分
には太実線で囲まれた範囲（郡単位で示されている）に竜
巻注意報が出されていることを示す。重ねて表示されてい
るのはレーダーによる降水強度の分布。(http://www.spc.
noaa.gov/products/watch/ww0330_radar_big.gif）
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パラメータがいくつか提案されているが、わが国
においてどのような判定基準を設けるべきか、今後
数年にわたって調査する必要があると考えられる。

６．竜巻の被害軽減に向けて

　竜巻の被害を軽減するためには、構造物の建築
基準を検討する作業、適切な竜巻等突風の予知・
予測情報の提供及びこれらの情報に対する対応の
３つが考えられる。このうち、竜巻等突風の予知・
予測情報の提供の動きについては前節で紹介した。
　構造物の建築基準に関しては、わが国における
竜巻の遭遇確率が、最も高い東京都でもたかだか
4,000 年に一度程度であることを頭に入れておく必
要がある。多くの構造物の耐用年数を考えると、
特殊な構造物を除けば、竜巻に耐える強度の構造
物を作ることは非経済的であることは明らかであ
る。しかしながら、化学工場などのように、万が
一構造物が被害にあうと、大きな二次的被害を生
ずる恐れのあるものでは、配管の強度等も含めて
竜巻の風の影響を検討することも必要ではないか
と思われる。
　北海道佐呂間町での被害を大きくした原因に、
工事用のプレハブが土台に固定されていなかった
ことが挙げられている（東京工芸大学田村幸雄教
授私信）。この種の建築物では、耐風基準を強化す
るか、あるいは予め耐風基準を明記して、突風の
可能性があるときは避難を義務付ける体制を取っ
ておくことが必要であろう。また、延岡市の竜巻
では飛散物（アメリカではミサイルと呼ばれる）
の直撃により、家屋の中にいた人が犠牲になった
ほか、建築物にも大きな被害が出た。強風を受け
たときに、極力飛散物を防ぐ対策も検討すべきと
思われる。
　竜巻等突風の予知・予測情報が提供されたとし
ても、構造物の被害は避けようがないので、これ
らの情報は基本的には人的被害を防ぐことに利用

されるべきであろう。通常の家屋等では飛散物が
飛び込んできても怪我をしないように、時間的な
余裕がある場合は雨戸を閉めるなどの準備を、ま
た時間的に余裕のない場合は、壁で囲まれた部屋
のような窓のない場所に、布団等をかぶって待機
するのが良いと思われる。学校や空港など、多
くの人が集まる公共施設では、理想的にはシェル
ターを準備し、非難する体制を整備すべきである。
鉄道、とりわけ新幹線のような高速の輸送機関で
は、万が一突風により脱線転覆しても大きな被害を受
けない速度で徐行運転するなどの体制が求められる。
　以上見てきたように、同じ予知・予測情報が提
供されたとしても、これらの情報に対する対応は、
施設毎に大きく異なるはずである。現状では、空
振りの情報となる場合も少なくないと思われるの
で、この点でもユーザーの対応は目的に応じて異
ならざるを得ないであろう。予知・予測情報に対
して多様な社会が適切に対処するためには、竜巻
等突風現象とその防災に対する正しい知識の普及
が不可欠である。また、ユーザー側がどのような
情報の提供を希望するかを、気象庁をはじめとし
た防災機関に積極的に発言していくことも重要で
あると思われる。

７．まとめ

　竜巻は出現頻度が少ない現象ではあるが、一度
市街地を襲うと深刻な被害を生ずることが 2006
年の２つの竜巻で明らかとなった。これらの竜巻
を契機として、これまでの気象学の知識をもとに
竜巻に関する予知・予測情報を提供する可能性が
検討されている。竜巻の発生機構を解明し、信頼
できる予知・予測情報を提供する努力だけではな
く、提供された情報をいかに活用するか、また竜
巻等突風の被害を拡大しにくい構造物にするには
どのような工夫が必要かについても、真剣な検討
が求められている。
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　また、特に断りのない限り高齢ドライバーを 65

歳以上のドライバーとして稿を進める。

２．高齢ドライバーの諸特性

１）事故特性
　高齢ドライバーと非高齢ドライバーの交通事故

統計を比較分析して得られる高齢ドライバーの事

故特性については、これまで多くの論文や報告書1）

2）などで指摘されている。それらに共通する特徴

をまとめて記述すれば、以下のとおりである。

　高齢ドライバーの事故は、非高齢ドライバーと

比べて、昼間、低速運転（40km/h 以下）のとき、

一時不停止や安全不確認による出会い頭、アクセ

ルやブレーキのペダル等の操作不適によるもの、

および近年では高速道路での逆走などが多いこと

が知られている。

　このうち、昼間や低速運転のときに事故が多い

点は、彼らに対して運転状況を尋ねたアンケート

結果３）から得られる「夜間外出や高速運転を避

ける」という知見と符合している。しかし、彼ら

の事故が、視認条件の良い昼間や時間的余裕が生

じる低速走行のときに発生している点に着目すれ

ば、事故に視機能や反応時間の衰えが関わってお

り、厳しい運転状況を回避するという彼らの補償

行動に、なお自覚不足や限界が潜んでいると考え

られる。

　また、一時不停止や安全不確認による出会い

頭の事故と操作不適による事故が多い点に関して

は、その直接の原因は停止標識の見落としや確認

の甘さ、ブレーキ操作の遅れによるものと考えら

１．はじめに

　運転免許制度に関する懇談会（警察庁交通局長

の私的懇談会）は、昨年 11 月に『認知症の簡易

検査を現行の高齢者講習に導入すべきである』と

提言 1）している。高齢ドライバーが、高速道路

の追い越し車線や一般道路の対向車線を逆走して

重大事故を起こす事例が目立つことから、その種

の重大事故を防ぐためである。しかしながら、こ

うした重大事故は、漸増傾向ではあるものの、高

齢ドライバーが加害者として関与した交通事故全

体から見れば、ごく少数に過ぎないことも事実で

ある。

　2006 年度を初年度とする国の交通安全基本計画

では、2010 年度までに交通事故死者数を 5,500 人

以下にするという目標が掲げられた。それを受け

て警察庁では 2010 年度までに高齢運転者（70歳

以上）の死亡事故を１割以上減らすとしているが、

そのためには認知症絡みの対策を含めた総合的な

対策が求められていると言えよう。

　本稿は、高齢ドライバーの事故・運転・疾患と

いう諸特性を概観し、彼らに運転態度を変えても

らう方法を考察した上で、高齢ドライバーの事故

防止策の１つである「高齢者講習」について、そ

の見直しの方向と課題について述べてみたい。な

お、認知症検査とその導入に関する問題点につい

ては、次節３）の疾患特性の中で言及する。

＊みぞはた みつお／財団法人東京都老人総合研究所社会
参加・ヘルスプロモーション研究
チーム 研究副部長／首都大学東京
大学院 客員教授

高齢ドライバーの特性と高齢者講習
－認知症検査の導入を契機として－

溝端 光雄＊



判読距離と表記）を測った結果 4）である。高齢

ドライバーの判読距離が、昼間でも若年ドライ

バーの約半分であることが分かる。

　この成果は、見通しの良い直線路（３車線）の

中央車線を試験車で走行し、その車線上の標識（路

面高 5.5 ｍ）を視認するという実験の結果であり、

両被験者群の静止視力がいずれも 0.7 以上である

こと、および加齢に伴う諸機能の減退に関する従

来の知見を考え合わせると、視野の狭まりや眼球

運動の遅さ、聴覚の衰えや筋力減退に伴うハンド

ル操作の遅れ等の影響よりも、動体視力の急激な

低下が強く影響していると考えられる。高齢ドラ

イバーは、時々刻々と近づく標識上の地名を読む

べく焦点を合わせようとするが、老眼の原因であ

る水晶体の硬化等のために難しくなった焦点調節

を行っているうちに、標識に接近してしまうと解

釈される。無論、運転前に目的地までの経路を

しっかり記憶できれば、またその経路が不確かだ

と思った時点で停まって地図等で確認すれば、こ

の加齢差はさほど問題にはならないとも言える。

　しかし、走り慣れていない地域や経路を案内標

識に頼って運転する状況においては、高齢ドライ

バーは、若年者より倍以上標識に近づかないと地

名の判読が終わらず、車線変更行動や交差点での

右左折行動の開始地点が遅れることとなろう。た

だし、ナビゲーション装置の音声案内を適切に

使って走行すれば、この判読距離に見られる加齢

差はかなり解消されると考えられる。

②普通車を使った急制動距離

　表１は、直線の試験路を 40km/hで試験車（普

れるが、次節で述べる実験結果からも分かるよう

に、その背景には視野の狭まりや漫然運転（認知

判断機能の低下）、さらには筋機能の衰えなどが

絡んでいると思われる。

２）運転行動特性
　高齢ドライバーの運転行動特性は、高齢ドライ

バーと非高齢ドライバーの両被験者群に同じ実験

を行った場合の運転行動に見られる特徴を指し、

代表的な被験者が選定されているならば、その特

性は、心身機能の低下と前節の事故特性を関連づ

ける基礎データと言える。

　以下では、国土交通省国土技術政策総合研究所

や自動車安全運転センター安全運転中央研修所で

行われた実験成果から、①道路案内標識の地名判

読距離、②普通車を使った急制動距離、および③

対向車の接近速度と右折限界距離に関するデータ

を取り上げて説明する。なお、被験者の分類にお

ける前期高齢群は 65歳～ 74歳まで、後期高齢群

は 75歳以上を指している。

①道路案内標識の地名判読距離

　写真は、地名判読実験で用いた標識と同じもの

で、文字高 20cmの漢字地名を使用した一般道路

標識の例である。また図は、試験路上の先の案内

標識に標示された３方向（左折・直進・右折）の

４地名を読み取って、事前教示した地名の方向に

車線を変更する走行実験を行い、その地名の判読

完了時（被験者が発する「はい」という声に合わ

せて同乗スタッフが発光する合図で判断）におけ

る試験車（普通車）と案内標識との直線距離（以後、
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図　年齢群別の案内標識の判読距離写真　３方向４地名標識例



　ところで、計測された対向車までの距離自体は、

高齢ドライバーの方が非高齢ドライバーと比べて

長めとなっており、彼らの安全運転志向が認めら

れる。しかし、後期高齢群の距離比は前述したよ

うに１を下回り、対向車の速度上昇に応じて長め

の距離を選択していないことが分かる。一般街路

での右折走行場面では、対向車だけでなく、２輪

車や横断する歩行者などに対する視的な注意探索

を分散する必要もある。したがって、こうした複

雑な運転場面でのニアミスは高齢者に生じやすい

と考えられ、彼らに対する運転指導では、例えば

遠回りになってもより安全に右折が行える、右折

用の青い矢印の出る信号を持つ交差点を優先的に

利用することを推奨すべきであろう。

３）疾患特性
　高齢ドライバーの疾患特性とは、老若の被験者

群から聞き取った持病リストから分かる高齢者の

疾患面の特徴を指している。なお、これらは、財

団法人国際交通安全学会と警察庁科学警察研究所

の協力を得ながら行った視機能の実験時に、両群

の被験者に面接して収集したものであり、回答が

あった疾患名については服用薬の処方箋で確認す

る形で整理したものである。

　表３は、白内障の有無とその手術の年数（西暦）、

その他の眼の疾患、眼以外の疾患（３つまで）な

どを、先の実験に協力頂いた被験者の一部（各群、

任意の 10名）について示したものである 6）。

　これを見ると、高齢ドライバーの殆どが若年ド

ライバーと比べて白内障や動脈硬化等に伴う高血

圧などの持病を抱え、最悪の場合には脳・心臓の

梗塞や動脈瘤破裂が運転中に起こる可能性がある

ことが分かる。また、精神医学分野の文献によれ
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通車）を運転しながら、車両前方の赤信号の合

図に合わせて急制動をかける実験を行い、その停

止距離を被験者毎に計測した結果 5）である。高

齢ドライバーの停止距離は、若年ドライバーと比

べて平均で約３ｍ程度長くなっていることが分か

る。

　走行中に、まっすぐ正面を見ながら停止の合図

を視認し、脳での判断や命令を介してペダルを急

いで踏むという作業を考えると、この停止距離の

加齢差は、視認の遅れが主な原因と考えられる先

の案内標識の実験に比べて、脳での処理と遠心性

の神経を介して行われる筋運動の遅れが主因と考

えられる。瞬発性の筋運動が加齢に伴って衰える

という運動生理学の知見とも符合する。

　それゆえ、この結果は、前節に記した事故特性

である高齢ドライバーの特徴（一時不停止や安全

不確認による出会い頭の高齢ドライバーの事故が

多いこと）を引き出す誘因の１つと言える。自助

努力としての筋力トレーニング、一時停止場所を

手前で知らせる運転支援装置や踏力補助装置等の

車両側での改善が推奨されよう。

③対向車の接近速度と右折限界距離

　表２は、右折限界距離（右折できる限界だと判

断した被験者のコールに基づき試験車（普通車）

から対向車（普通車）までの距離をレーザー計測

器で測った距離）に関して、対向車の接近速度を

30km/h と 60km/h とした場合の実験を行い、そ

れらの距離比の平均値と標準偏差を示したもので

ある 5）。被験者が対向車の速度上昇に応じて右折

可能と判断する距離を長めに取れば安全側になる

ので、その距離比は１を上回るのが普通であるが、

本表に示した後期高齢群の距離比はその平均値が

１を下回っている。

表１　老若被験者の停止距離（40km/h からの急制動）

 停止距離 非高齢者 前期高齢者 後期高齢者
 被験者数 18 18 22
 平 均 値 15.3 16.8 19.8
 標準偏差 1.9 3.0 4.6
    測定値単位（ｍ）

表２　老若被験者の右折可否判断の距離比

 右折可否比 非高齢者 前期高齢者 後期高齢者
 被験者数 7 6 8
 平 均 値 1.16 1.12 0.95
 標準偏差 0.17 0.19 0.16

注）右折可否比＝対向車との距離（60km/h 走行時）
　　　　　　　÷対向車との距離（30km/h 走行時）



ば、認知症には脳血管性のもの、アルツハイマー

型（ＡＤ）、さらにはその混合型など、幾つかの

タイプがあり、それは加齢性の疾患の１つとされ

ている。

　このうち、脳血管性の認知症は、高血圧や動脈

硬化等の症状が進んで脳に小さな梗塞が生じ、そ

の場所から先の脳の部位が損傷を受けて記憶障害

等が現れるものとされており、先の表からも分か

るように、そうした症状の進み具合によっては認

知症に至る方の存在が窺われる。当然のことなが

ら、生活習慣病（最近ではメタボリック症候群）

の予防に努めることによって脳血管性の認知症は

抑制できる場合もあろう。一方、ＡＤに関しては、

有効な治療法は未だ見出されていないという状況

にあるが、ＡＤの治療薬に関する治験が進行中と

いう最近の報道を考えれば、その有効な薬物療法

が見出され、その結果として高齢ドライバーに対

する更新時の認知症検査が、近い将来、重要視さ

れなくなる状況も予想される。

　いずれにしても、高速道路での逆走等に伴う死

17

2007予防時報 230

亡事故の発生や 70歳以上の更新希望者の 2.5％に

「認知症の疑いがある」という警察庁の調査結果

を考えれば、高リスクを持つ高齢者の運転免許を

取り消すことは、超高齢社会の安全な道路交通を

確保するために必要である。一方、同調査では、「認

知機能が衰え始めた」とされる高齢ドライバーが

かなりの数を占めるという結果も出ており、その

点では、彼らを対象とした”元気づけ”を目的と

する交通安全学習事業を模索し、自主的な運転断

念を含めた指導方法を確立することがより重要に

なると考えられる。それは、認知症検査の結果を

厳しく運用して多くの高齢者の運転免許を取り消

すことになれば、閉じこもりに伴う虚弱老人の増

加と介護費用の増大に繋がる恐れがあるからであ

る。本検査制度が弾力的で柔軟なものになること

を期待したい。

　その他、変形性膝関節症等に伴う手足の痛みや

不具合、心筋梗塞や脳梗塞等の発作などが安全運

転に影響することも考えられる。体調不良を感じ

たときには運転を控えること、また複数の持病に

表２　老若被験者の右折可否判断の距離比

 右折可否比 非高齢者 前期高齢者 後期高齢者
 被験者数 7 6 8
 平 均 値 1.16 1.12 0.95
 標準偏差 0.17 0.19 0.16

注）右折可否比＝対向車との距離（60km/h 走行時）
　　　　　　　÷対向車との距離（30km/h 走行時）

表３　老若被験者の持病リスト

 Sam. 運転時 白内障     白内手術 他　の 
疾患（1） 疾患（2） 疾患（3）                      事故経験

 No. 眼　鏡 有　無 右 左 眼疾患     

 77 あり あり ‘99 ‘99  肺障害 高血圧 前立肥大 なし
 51     遠視気味 肺気種 高血圧 動脈瘤術        あり ※人工血管手術済み
 81 あり あり ‘99  違和感 高血圧   あり
  1 あり あり    高血圧   なし
 95 あり あり   涙液不全 高血圧 痛風 前立肥大 なし
 17 あり        なし
 57      高血圧   なし
 60 あり      副ﾎﾙ欠 高尿酸症 高コレ症
 73 あり     高血圧 痛風 肺気種 なし
 27 あり      喘息 高血圧  なし

 201 あり
 301
 302 あり
 303 あり
 304                                  若年者（Sample No. が３桁）には、持病は皆無！
 305 あり
 306 あり
 307
 308
 309

出典）溝端：高速道路と自動車、2001



材を用意すること、そして３つめは「老い」とは

何かという点について生理面や心理面の特徴を理

解し、そのことを踏まえて高齢者の心をくすぐる

ように話すことができる人材を養成することであ

る。

　次章では、これらの点を踏まえて、高齢ドライ

バー向けの法定講習を担っている自動車教習所で

の交通安全指導について、その見直しの方向と課

題をより具体的に述べてみたい。

４．高齢者講習の見直しと課題

１）学習場所等に関する配慮
　高齢者講習は、その受講の案内が更新時期に近

づいた高齢ドライバー宛に郵送で通知され、それ

を受け取った高齢ドライバー自身が受講前に教習

所に予約を入れて、該当の教習所に予約日に出向

いて受ける形で行われている。70歳以上が受講対

象者であることからみて、加齢に伴う心身の多様

な変化が顕在・潜在している方々が多いため、様々

な配慮が求められよう。

　例えば、予約時点で難聴気味と思われた高齢ド

ライバーに対しての応接時や受講時での配慮、受

付から開始時刻までの空き時間を使った簡単な問

診表の記入（運転中に心がけていることや気づい

たこと、および持病等の簡単な自己申告）、車い

すや杖、酸素ボンベ等を利用する高齢者への施設・

設備面での配慮（玄関入口やトイレ、教習室やイ

ス等のバリアフリー化）、予約した教習所や日時

の失念に対する応対などが挙げられる。

２）より分かりやすい学習教材の準備
　本講習時に配布される現行のテキストは、全日

本指定自動車教習所協会連合会（以後、全指連と

略記）が発行している「高齢者の安全運転～優良

運転者であり続けるために～、警察庁交通局監修、

2005 年 10 月改訂版）」である。140 頁余りに達す

る本冊子の内容を短い講習時間の中で全て紹介す

ることは難しく、例えば第２章で取り上げた実験

の概要図面、その結果に関する図表・動画・写真
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応じて服用している薬の飲み合わせをチェックす

る「お薬手帳」の活用を奨めることも、これから

の重要な指導項目ではないだろうか。

３．高齢ドライバーの運転態度を変える
ためには

１）納得による運転態度の変化
　高齢ドライバーの諸特性に関する既往の研究成

果を総合すれば、加齢に伴う衰えと交通事故の発

生には統計的な関連があると言える。ここでは、

「老いに気づいて老いを如何に補うか」という視

点から、高齢ドライバーの方々に運転態度を変え

て頂くためには、どうすれば良いのかという点に

ついて述べてみたい。

　関係者から「そんなことは既にやっているよ」

というご批判を頂くことを恐れずに申し上げる

と、今の高齢者講習のあり方を『やってみせて、

言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、

人は動かず』という形に可能な限り変えることが

大切ではないかと考える。

　『やってみせて』とは高齢ドライバー向けの教

材として加齢に伴う変化を明瞭に示した動画や写

真、図表等を用意して可能な限り分かりやすく見

せることであり、『言って聞かせて』は先の教材

を見て頂きながら反発心を生じさせないように話

すノウハウを磨くこと、『させてみて』は衰えを

受容させ運転姿勢を変える動機付けを行うこと、

そして『褒めてやらねば』は、先の反発心を抑え、

安全行動を促すためには、できる限り褒めながら

老後の安全運転の方法に関する話を "笑顔 "で進

めることではないだろうか。納得こそが人の行動

を変える源泉であることは、古今東西、変わらぬ

真理ではなかろうか。

２）そのための環境づくり
　ここでは、１）で記した運転態度を変えるた

めの環境づくりについて、次の３点を記しておき

たい。１つめは会場となる場所に関わる配慮であ

り、２つめは映像や図表を使った分かりやすい教
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など、いわゆる視覚に訴える副教材を受講者に見

せながら、老いの影響と絡ませて安全運転の秘訣

を話し合い、「なるほど」と思える工夫が必要で

ある。また、受講者の眼や心に訴える副教材は、

交通安全関係の団体から提供を受けた資料から作

るだけでなく、運転ミスがない素晴らしい高齢受

講者の方の運転ぶりを記録させて頂いたものを動

画教材として自作するなど、しっかりした事前準

備を行うことが望ましい。

　また、先のテキストには「いつまで運転すべき

か」とか、「運転を止めた場合に利用できる移動

手段」に関する内容については全く盛り込まれて

いない。指導員の先生方には、受講生の状況に応

じて、その種の話題を少しでも採り上げて頂きた

いと思う。地域における新しい移動手段であるコ

ミュニティバスや電動４輪車を知らない高齢ドラ

イバーは意外に多く、その乗換えに伴う損得を含

めて、受講生の方々と一緒に考えることができれ

ば、高齢ドライバーの運転態度の変容に繋がると

思われる。ちなみに、電動４輪車は１回の充電代

が 20～ 30 円で、その状態で約 30km走行可能な

ので、毎日使っても月に千円弱の維持費で済むこ

とが分かっている。

３）高齢者講習指導員の養成と表彰
　高齢者講習の指導員については、都道府県や

全指連等が行う研修を通して養成されているもの

の、その関係者からは一層の研修実施が必要であ

ると聞いている。単に加齢に伴う生理・心理面の

変化を学ぶだけでなく、受講者の老いの心をくす

ぐるような話し方を体得できるような研修制度を

検討することが望まれよう。

　また、高齢の受講者数に比して彼らの事故・違

反の発生実績が少ない教習所や模範とすべき優れ

た指導実績を挙げた指導員等の関係者を表彰する

仕組みも、その講習効果を高める上で大変有効で

はないかと思う。

　さらには、退職される高齢者講習のベテラン指

導員を再雇用し、その講習のノウハウを次代の指

導員に伝えると同時に、彼らの「活き活き老後」

を応援するという仕組みを検討できないものだろ

うか。全指連では教習所を地域の交通安全セン

ターとして脱皮させることを検討されていると聞

いているが、その一環として高齢ドライバー向け

の講習場所として月に２回、１回半日程度の形で

教習所を開放し、当地で退職された指導員を含め、

一般の高齢ドライバーが参加する「いきいき運転

クラブ（その照会先は社団法人日本自動車工業会

交通統括部）」を開いてはどうかと思う。加えて、

本クラブで良い成績を上げた高齢の受講者には自

動車保険料を割り引くという特典を、保険会社で

実現して頂ければ参加意欲が向上し、彼らの交通

事故の減少に繋がると思われる。

５．おわりに

　高齢ドライバーの交通事故防止が、彼らの運転

継続意志の根強さから見て、一筋縄の対策では成

功しないことは明らかである。如何に老いに気づ

かせ、加齢に伴う特性を解消しながら安全運転を

してもらうか、場合によっては自動車の運転を止

めて他の移動手段に乗換えてもらうという運転断

念の推奨策 7）を含めて、できる限り個々の高齢

ドライバーの事情に合わせた制度づくりが必要で

はないかと考える次第である。
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なボイラー利用など、部分的にバイオマス利用が
進みつつあるものの、総じて見れば期待と懐疑が
入り交じって混乱している。
　本稿では、バイオマスを巡る日本のこうした期
待と懐疑を越えて、21世紀の日本社会でバイオマ
スが果たすべき方向性を提示する。
※　6.4% は、2005 年時点。E urObserv’ER, “State of 
      Renewable Energies in Europe, 6th report”

２．二つの危機に直面する人類

　人類は、環境エネルギーに関して二つの難問に
直面している。一つは、言うまでもなく気候変動
問題である。今年に入って公表された一連の気候
変動に関する政府間パネル（ IPCC）第４次報告は、
気候変動問題に警鐘を乱打している。最悪のシナ
リオでは、今世紀末に 6.4 度も上昇する可能性が
あり、破局的な影響を回避するためには今世紀半
ばに温室効果ガスの排出を半減する必要があると
している。まさに気候変動問題は、私たちに現代
文明のあり方を急速かつ大規模に変革することを
迫っている。
　もう一つ、「ピークオイル問題」という安い石
油の終焉にも直面している。「原油は価格が上が
れば無限に増産される」という楽観論が支配し
ていた 1990 年代末に石油地質学者コリン・キャ
ンベルらは、石油地質学と歴史的な事実に基づい
て、世界全体の原油生産が近い将来にピークを迎
える可能性を提起した。最新の研究によれば、す
でに原油生産は 05～ 06 年にピークを迎え、天然
ガスも2010年代にピークアウトするという。今後、
早ければ数年内、遅くとも 20 年程度で、地球社
会は石油や天然ガスの物理的な不足に直面し、か
つての石油ショックとは比較にならない全世界的

１．はじめに

　本年２月、世界の自然エネルギー市場をリード
してきた欧州連合は、2020 年までに石油などの
一次エネルギーの 20%をバイオマスやバイオ燃
料を中心とする自然エネルギーに転換する目標値
をエネルギー閣僚理事会で決定した。現状の 6.4%
から三倍超となる野心的な目標値だ※。「古く汚い
エネルギー」への関心が高かったブッシュ米大統
領も、今年の一般教書演説で脱石油とバイオエタ
ノールへの大規模なシフトを訴え、米国ではバイ
オエタノールブームでトウモロコシ相場が高騰し
ている。
　こうした強い政策に後押しされて、世界中の自
然エネルギーへの投資額は、2004 年の 275 億ドル
（約３兆３千億円）から 2005 年に 496 億ドル（約
６兆円）へ、そして 2006 年には 709 億ドル（約
８兆６千億円）と、過去２年間のうちに２倍以上
に成長した。その中で増加率が高かったのはベン
チャー投資で、B・ゲイツ氏の投資会社が 8,400 万
ドルを出資（06年４月）、バージングループが 30
億ドルを出資（06年９月）するなど、エタノール
燃料などのバイオ燃料が最大の投資先となった。
　日本でも、国がリードするバイオマス・ニッポ
ン総合戦略をはじめ、本年４月からのバイオエタ
ノール燃料（E3）の導入開始によって、「エタノー
ルバブル」とも呼べる期待が急速に広がる一方、
食糧との競合、途上国の開発問題等を取り上げて
懸念する声も高まっている。新エネRPS法（電
気事業者による新エネルギー等の利用に関する特
別措置法）に対応するバイオマス発電やローカル

＊いいだ てつなり／特定非営利法人環境エネルギー政策
                            研究所 所長

バイオマスエネルギー
－バブルと懐疑論を越えて－

飯田 哲也＊



されており、それが利用の可能性を高めている反
面、普及の障害にもなっている。さらに、バイオ
マスは生産から消費までの流れの中で、多様に形
を変えつつ、いくつかの段階で発生する。バイオ
マスを資源とするエネルギー変換技術や利用技術
も多様である。エネルギー変換としては、 ①直接
燃焼、②熱化学的変換、③生物化学的変換、 ④そ
の他、に燃料形態を変え、最終的には発電、温熱
利用、輸送燃料のいずれかの目的で利用される。
　日本では、期待の大きさの反面、なかなか普及
が進まない上に、昨今のバイオ燃料ブームの反作
用で、食糧問題やCO2 削減効果、途上国の開発
問題などを巡って懐疑論も登場している。これは、
もともと「上流側」の農林業が衰退気味であるこ
とに加え、「下流側」のエネルギー市場が電力・
温熱・輸送燃料のいずれも十分に整っていないこ
とが直接的な原因だろう。また、サプライチェー
ンも長く、バイオマス資源が多種多様の形態であ
るため、関係するステークホルダーも数多いこと
が、困難を増している。
　共通要素としては、①基本認識が共有されてい
ない、②公共政策としての優先順位が混乱してい
る、結果として③将来のエネルギー社会の方向性
も合意されていないこと、などが根本原因として
考えられる。さらに加えて、④適切な政策や社会
システムが欠けていること、⑤もともとの市場構
造が前近代的で立ち後れていること、なども混乱
を増している要素だろう。
　バイオマスエネルギーを巡る混乱を避けるため
に、基本的な認識を共有する必要がある。まず、
資源の利用可能量は十分にあり（最新の研究では
人類のエネルギー消費量の 80倍以上）、食糧問題
との競合を避けて、バイオマスエネルギーの利用
を飛躍的に増大することは可能である。また、現
状の穀物からのバイオ燃料は、「ウェル・トゥー・
ホイール（油井からタイヤまで）」と呼ばれるネッ
トでのCO2 削減効果が乏しいことから、バイオ
燃料すべてを否定的に見る議論もある。しかし、
セルロースからのバイオエタノール技術は、ネッ
トでのCO2削減効果が 90～ 100%減と高い上に、
他の温暖化対策技術と比較をしても、経済性と
ポテンシャルで最も有望な技術である。途上国に
とっては、開発問題どころか有望な輸出産業とな
りうる可能性が高い。
　課題は、そういう社会システムへの方向性を共
有し、その「正しい道のり」を歩めるか、にかかっ
ている。

なパニックとなることが懸念される。
　これら二つの難問による破局を避けようとすれ
ば、私たち人類は、大胆な省エネルギーと自然エ
ネルギー導入を今すぐに、かつ全面的に展開する
必要がある。バイオマスエネルギーは、その中で
も最も重要な選択肢の一つである。

３．バイオマスエネルギーとは

　バイオマスは、食料、木材、紙、エネルギー利
用など、人類にとって古来より欠かすことのでき
ない役割を果たしてきた。産業革命で石炭が登場
して以降、エネルギー利用面ではバイオマスは主
役の座から降りたが、今あらためてバイオマスエ
ネルギーが注目を集めている。
　1990 年代以降、地球温暖化問題への懸念が高ま
るにつれて、欧州各国を中心に、再生可能エネル
ギーの普及に軸足をおいたエネルギー政策転換が
次々に行われた。その中で、以下のようなさまざ
まな利点のあるバイオマスエネルギーは、風力発
電、太陽光発電とともに実用化と普及拡大が急速
に進んだ。
（ア）炭素中立（カーボン・ニュートラル）な燃

料であること
（イ）再生可能なエネルギーであること
（ウ）燃料として貯蔵・輸送が可能であること
（エ）運輸燃料に適応可能であること
（オ）燃焼時の排気ガスが相対的にクリーンであ

ること
（カ）小規模で単純な技術から大規模で高度な技

術まで応用可能であること
（キ）技術的な成熟度が高いこと
（ク）温熱市場で利用可能であること
（ケ）地域の雇用機会を促進すること
（コ） エネルギーの安全保障問題に寄与すること

４．バイオマスを巡る障害と混迷

　日本でも、バイオマスエネルギーは、温室効果
ガス削減対策の切札であるばかりでなく、農山村
など地域社会での循環型の社会形成に貢献するも
のとして、近年急速に大きな期待が寄せられるよ
うになっている。しかし、「バイオマス」という
言葉すら 2001 年の新エネRPS法の改正によって
「導入」されたばかりであり、普及への取り組み
は緒に就いたばかりである。
　バイオマスは、極めて多種多様な資源から構成
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の購入を義務づける電力証書システムが導入され
た。これは、英国や日本と同様な再生可能エネル
ギーのクオータ制度（もしくはRPS制度）と同
じ類型だが、スウェーデンは電力供給者ではなく、
需要家に義務が課せられているところが異なって
いる。ただし、一般家庭の義務は事実上、電力供
給者が履行するため、電力供給者も部分的には義
務を負うシステムとなっている。この電力証書シ
ステムと、おりからの高い電力市場価格を追い風
にして、2003 年にはバイオマス・コージェネレー
ションが急速に拡大している。
　第４に、スウェーデンでバイオマス普及の牽引
車となったのは、地域主導の取り組みである。ベ
クショー市の取り組みは、日本でも広く知られる
ようになった。自由化以前には同市の地域熱供給
と電力供給を独占的に行っていたベクショーエネ
ルギー公社（VEAB）は、1980 年に政府の補助金
を得て、地域熱供給の燃料にバイオマスを混焼す
る試みをスウェーデンでは最も早期に開始した。
そうした歴史を背景として、1996 年には、ロー
カルアジェンダ 21の取り組みの結果、「化石燃料
ゼロ」を宣言し、直前に最新鋭のバイオマス専焼
の大型ボイラーを新設していたVEABの燃料の
ほぼすべてをバイオマス（木屑）に切り替える事
業から着手したのである。
　こうした地域熱供給を行っている会社は、現
在約 220 社あり、スウェーデンの家庭と事業用の
熱需要の約 40%を賄っている。こうした地域熱
供給は、伝統的に地域社会との結びつきが強く、
1996 年の電力市場の自由化が行われたあとも、
地域熱供給は独占が維持されてきた。そのことが
地域社会に顔を向けた意思決定が行われてきた大
きな要因であろう。

６．バイオ燃料分野の方向性

　輸送燃料分野では、バイオエタノールが脚光を
浴びている。これは、サトウキビやトウモロコシ
など植物原料から製造されるエタノールで、ガソ
リンに混合して用いる。混合比率によって、E3（エ
タノール混合比率３％）、E10（同 10%）、E85（同
85%）と呼ばれる。石油を代替する再生可能な輸
送燃料であり、地球温暖化対策としても期待され
ている。

１）バイオ燃料の誕生
　バイオエタノール利用のパイオニアであるブラ
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５．温熱および電力分野の方向性

　2020年に向けた欧州連合の自然エネルギー目標
を見ると、電力、温熱、輸送燃料の３つのエネル
ギー利用分野すべてで、バイオマスエネルギーの
占める割合が著しく大きい。欧州の中でもバイオ
マスエネルギーの利用を先導するスウェーデンを
詳しく見てみよう。
　北欧諸国の温熱利用に用いられるバイオマスエ
ネルギーとしては、ストーブや暖炉など、伝統的
な各戸別の暖房手段が歴史的に一定の役割を果た
してきたが、近年では、地域熱供給がますます重
要な役割を果たすようになってきている。
　北欧各国の地域熱供給は、北海油田の発見まで
はエネルギー資源に恵まれていなかったデンマー
クで 1920 年代に始まり、第二次世界大戦後にス
ウェーデンなど他の北欧諸国でも導管（地域熱供
給用の地中配管）の建設・導入が始まった。ほと
んどは地方自治体によるエネルギー供給事業とし
て取り組まれ、現在では北欧全体の「熱市場」の
ほぼ 35%を占め、主要な都市にほぼ整備される
など、欧州の中で最も発達している。その地域熱
供給のエネルギー源は、初期には石油および石炭
がほとんどを占めていたが、ここ 20年間に燃料
の多様化が進み、とくにバイオマスエネルギーへ
の転換が進んだ。地域熱供給におけるバイオマス
への燃料転換では、政策から見て４つの要素を見
ることができる。
　第１に、1980 年代初頭からの補助金がある。二
度の石油ショックを経て、石油からの燃料転換の
ために、国産のバイオマスエネルギーへの転換が
補助金により促された。
　第２に、1990 年代初頭に相次いで導入された環
境税がある。スウェーデンでは、1980 年代後半か
ら、税財政全体をグリーン化する一連の見直しが
行われてきた。それ以前にはエネルギー税と消費
税（付加価値税）が課されていたエネルギー分野
では、炭素税、イオウ税、およびNOx（窒素酸化物）
課徴金が環境税として新たに加えられた。この環
境税によって、バイオマス燃料は他の燃料に比べ
てコスト面で競争力を持ち、普及が加速したので
ある。
　第３に、電力分野での新しい自然エネルギー政
策として導入された「電力証書」によるバイオマ
スへの普及効果である。スウェーデンでは、2003
年５月に産業界を除くすべての需要家に一定比率
（2010 年までに 10 億 kW時）の自然エネルギー



ジルは、コスト高の石油輸入を減らすため、1975
年にサトウキビ原料のエタノール燃料プログラム
を打ち出した。1979 年には初の国産のエタノー
ル車の販売、1980 年代半ばには新車販売台数の
90％をエタノール車が占めるに至った。しかし、
その後のエタノールの価格引き上げなどで、急速
なエタノール離れが生じ、1998年にはエタノール
車の新車販売の割合は全体の0.1％まで落ち込んだ。
　そこでブラジル政府は 1998 年に、エタノール
燃料プログラムを蘇生させ、とくに 2003 年に登
場した「フレックス燃料自動車」は販売台数が急
速に増えており、2005 年７月には新車の６割を
占めた。ブラジルでは、豊富なサトウキビを原料
にバイオエタノールを年間 1,500 万キロリットル
（2004 年）生産している。昨年は 240 万キロリッ
トルのエタノールを輸出し、うち 50万～ 80万キ
ロリットルが工業用と飲料用であった。近年は燃
料用として米国、欧州向けの輸出が増えている。
　フレックス燃料自動車とは、それぞれ単一の燃
料タンク、燃料供給系、エンジンのままで、任意
の混合比率のエタノール混合ガソリンで走行でき
る自動車をいう。一般のガソリン自動車と同じ基
本技術だが、アルコールの腐食性に対応した燃料
系の改良とアルコール濃度を検知して燃焼系を最
適化する技術が鍵を握る。自動車メーカーでは、
まずフォードが 2002 年に先行して公表し、フォ
ルクスワーゲン、GM、フィアットと各社の発売
が相次いだ。最近では、トヨタ、日産などの日本
勢も開発を始めている。
　米国は、大気汚染防止、エネルギーセキュリティ
の確保、農業振興を狙いにバイオ燃料の開発、導
入を積極的に推進している。E10 燃料は、主要都
市で広く販売されており、全販売ガソリンの 13％
がE10になっている。連邦政府は、バイオエタノー
ルに対し、0.14 ドル／リットル（約 15 円／リッ
トル）の補助を行うと同時に、研究開発、普及に
約200億円／年（2003～2007年）の予算措置を行っ
ている。エタノール燃料は、トウモロコシを原料
に中西部19州の建設中を含む計 84工場で約 1,400
万キロリットル／年（2004 年）生産されている。
　EUは、地球温暖化対策とエネルギーセキュリ
ティの観点から、2003 年５月に発効した「バイオ
燃料指令」（2003/30/EC）で、2005 年末までに全
自動車燃料の２％、2010 年末までに 5.75%、2020
年末までに 20%という高いバイオ燃料の導入目標
値を定めている。その中で、エタノール燃料は最
も普及が期待されている。
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　EU内では、やはりスウェーデンが最もエタノー
ル燃料で進んでいる。国内にある 4,000 カ所の全
スタンドでE5が販売されている他、E85 も毎年
倍増ペースで 2007 年４月現在、800 カ所に上る。
E85対応車は約60,000台（2006年、全車両の約1.3%）
で、2010 年には新車販売の５割以上・全車両の１
割（45万台）が見込まれている。スウェーデンでは、
バイオ燃料成分には３つの環境税（エネルギー税、
炭素税およびイオウ税）が免除されるため、導入
が促進されている。現在、エタノールの原料には、
ブラジルからの輸入エタノールの他、小麦と低質
ワインが使われているが、これらは「第１世代エ
タノール」と呼ばれる。

２）第２世代バイオマスへのシフト
　昨今のバイオ燃料への期待の高まりに呼応し
て、その影響に対する懸念も高まっている。バイ
オ燃料への需要増を見込んでトウモロコシ相場が
高騰し、飼料や食糧需給への影響が懸念されてい
る。また、ライフサイクルで見ると、必ずしも十
分なCO2 削減効果が期待されないという指摘や、
ブラジルのサトウキビ開発や途上国のパーム油プ
ランテーションなどによる生態系破壊など、バ
イオマスバブルに冷や水をかけるような批判が高
まっている。
　これに対して、「第２世代バイオエタノール」が
今後の中心になることが共通認識となっている。
これは、セルロース・ヘミセルロースからの糖化
やBtL（バイオマス to リキッド）と呼ばれる合成
エタノールを指す。これらの第２世代バイオエタ
ノールは、①食糧問題との競合をせずに、全世界
の輸送燃料の２／３を賄うことができ、②ネット
でのCO2削減効果も高く、③経済性でも有望な技
術である。今後は、第１世代エタノールの普及を
慎重に図りながら、第２世代へのスムーズな移行
を促進するために、各国および国際的な協力が望
まれる。今年２月に、ブラジル・米国などの主導で、
国連に「国際バイオ燃料フォーラム」（IBF）が発
足した。この IBFが、今後そのような役割を果た
すことを期待したい。
　ところで日本では、政策としてエタノール燃料
を進める前に、ベンチャー企業による高濃度のア
ルコール燃料の輸入・流通が先行し、税制、安全性、
環境負荷を巡って社会的な議論を引き起こした結
果、2003 年、「揮発油等の品質の確保等に関する
法律」が改正され、事実上、高濃度アルコール燃
料の販売が市場から閉め出されることになった。



発が進む今日、温熱市場の奪い合いが激化しつつ
ある。床暖房で暖房を取り込み、家庭用コージェ
ネレーションで発電まで始めようとしているガス
会社に対して、圧倒的な資金力で「オール電化住
宅」の攻勢をかける電力会社という構図で、やは
りここでも「業」ありきである。
　したがって、民生分野における温熱利用の現状
は、混沌の極みにある。熱供給器具を見ると、あ
りとあらゆる暖房器具や給湯器機が入り乱れ、エ
ネルギー源も灯油を中心に電力、ガス、LPGなど
が入り混っている。近年は安易に電気に依存する
暖房器具が普及している。すなわち、低温熱とい
う低エクセルギーの利用分野に対して、化石燃料
の直接燃焼もしくは電力という高エクセルギーの
エネルギーを供給に依存するという、極めて非効
率なシステムが形成されてきている。

２）「古い政策パラダイム」の近代化
　その上で、政策の近代化が求められる。日本で
政策と言えば、補助金を付けて実証プラントを建
設したり、技術開発に資金を投じるばかりで、ど
れも普及という視点からはめぼしい成果が見られ
ず、「古いパラダイム」でとどまっている。
　前述のスウェーデンの環境税の仕組みは、環境
政策に経済的なメカニズムを利用する政策の代表
例で、「エコロジー的近代化」と呼ばれる。これ
を一般化した、「市場プル型」の自然エネルギー
政策という新しいパラダイムが、1990 年代からの
欧州を中心とする爆発的な自然エネルギー普及の
根底にあった。日本でも、市場プル型の新しい政
策パラダイムへの転換が求められる。なお、エネ
ルギー利用の「下流側」だけでなく、北欧のバイ
オマスエネルギーの成功には、森林業が健全に営
まれているという「上流側」の事情があることも
忘れてはならない。

３）政策デザインの統合と高度化
　以上の二つを見直した上で、導入する政策が実
際に機能するよう、政策デザインの統合と高度化
が求められる。これには、すでに述べた温熱政策
の構築の他、電力分野における新エネRPS法の改
正、他領域の政策（とくに廃棄物政策）との統合、
輸送交通分野におけるバイオ燃料の優遇措置など
がある。
　第１に、自然エネルギーを普及拡大する政策と
して、買い取り価格を定める固定価格型（FIT）
の制度と、目標とする量を定める固定枠型の制度
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　その後、地球温暖化対策の観点から、環境省は
2003 年からE3を一般車両にそのまま用いる政策
を導入し、経済産業省でも石油連盟からの要望を
受けて、エタノールから製造したガソリン添加剤
ETBEを７％程度混入する方向で検討してきた。
農林水産省も、2030 年に 600 万キロリットルとい
う目標を掲げ、この春からのE3燃料の試行の開
始とともにバイオ燃料への機運は高まっている。
E10を一般車に認めている海外と比べると、マイ
ナスからの出発となるが、今後の成長を期待した
い。

７．日本の状況と課題

　農林水産省を中心に「バイオマス・ニッポン」
を進める日本でも、バイオマスエネルギーへの普
及に力が入れられていると同時に、地方でも期待
は高い。にもかかわらず、どこも実証段階に留まっ
ているところが多く、なかなか普及に結びついて
いない。唯一、建設廃材を使ったバイオマス発電
がいくつか始動しているが、「特別阻止法」と揶
揄される新エネRPS法のもとでのバイオマス発
電が最大の成功例というのも皮肉な状況だ。
　その原因として、エネルギー政策の観点から見
て、少なくとも３層構造の問題が横たわっている
と思われる。温熱政策の欠落、古いエネルギー政
策パラダイム、縦割りや旧来政治に引きずられた
粗雑な政策デザインである。

１）「自然エネルギー熱政策」の構築
　関心の高さに反して、バイオマスエネルギーの
普及が進まない問題の一つは、日本に温熱政策が
ないことにある。温熱政策とは、民生分野で用い
られる給湯と暖房向けの 45度～ 60度までの低温
の温熱のエネルギー源や供給方策の基本政策であ
る。欧州で見ることができるように、エネルギー
政策は、大きく４つに分類される。電力利用、温
熱利用、交通エネルギー利用、産業エネルギー利
用である。しかし日本のエネルギー政策の体系は、
欧州とは異なり、石炭、石油、電力、ガス、原子
力のように「エネルギー業界別」に組み立てられ
てきたため、温熱政策が欠けているという構造的
な欠陥がある。
　政策不在の日本の温熱市場は、エコロジカルな
方向に向わずに、各エネルギー業界の草刈り場と
なった。かつて暖房は灯油、給湯はガス、電灯は
電気という棲み分けだったが、業間競争と技術開
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（日本の新エネRPS法、RPS、ROなど）がある。
固定価格制は、初期需要の創出という政策目的に
沿って価格設定することで、自然エネルギーの効
果的な拡大が実現できる制度である。欧州大陸で
多く見られ、ドイツ・スペイン・デンマークなど
で著しい普及実績を示している。一方、固定枠制
は、日本に見られるように目標量が小さく抑制さ
れる「政治リスク」に加え、行政コストや取引コ
ストも大きく経済合理的ではない。欧州の一部の
国（英国・スウェーデンなど）と米国の一部に見
られるが、普及成果は乏しい。
　第２に、現在の新エネRPS法の目的は、エネ
ルギー安定供給を主目的に「新エネルギー」利用
を進めるというもので、「地球温暖化防止」も明
記されていない。そこで、法の目的として石油代
替エネルギーと規定される「新エネルギー」に代
えて「自然エネルギーの普及が持続可能な発展に
貢献すること」を掲げ、さらに「地球温暖化防止」
を明記し制度的にも温暖化防止政策との統合を図
ることが求められる。
　第３に、廃棄物発電にかかわる課題には、新エ
ネRPS法での定義見直しと廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（廃掃法）の課題がある。日本だ
けの「方言」である「新エネルギー」には廃棄物
がそのまま含まれているため、新エネRPS法で
もこれが法レベルの定義では採用されている。た
だし同法では、廃棄物発電に関してはバイオマス
成分だけをRPSクレジットの対象とする運用と
なったことは半歩前進と言える。しかし、廃棄物
発電全般を推進する効果があることには変わりな
いため、「新エネRPS法」によって廃棄物の燃焼
量全体が拡大すれば、CO2やダイオキシンの排出
による環境影響は増大し、地球温暖化防止という
本来の目的やマテリアルリサイクルを優先する循
環社会形成基本法の目的にも反する。このため、
新エネRPS法は、最も重要な目的である、クリー
ンなバイオマス利用の拡大や新規の自然エネル
ギーの拡大をむしろ阻害している要素もある。廃
棄物発電それ自体は直ちに再生可能エネルギーと
なるわけではないため、新エネルギーの定義の見
直しとともに、同法の対象から外していくことが
望ましい。

８．持続可能なエネルギー社会の核とな
る「開かれた地域社会」

　持続可能なエネルギー社会とは、いったいどの

ようなものだろうか。日本の未来予測は、往々に
して、技術イメージが肥大している一方で社会シ
ステム像が貧困である。
　ところがスウェーデンでは、ベクショーなど地
域のエネルギー会社を核にして、多重の環境エネ
ルギー市場を積み重ねた、まったく新しい社会シ
ステムが登場しつつある。燃料となる木質バイオ
マス燃料市場に加えて、気温によって時々刻々需
要が変わる地域熱供給を通じたローカルな温熱市
場があり、同時に生み出される電力の売り先とな
る完全自由化された電力市場（1996 年～）と自
然エネルギー電力に対する電力証書市場（2003 年
～）が導入されている。おまけに、自前のヒート
ポンプを持っており、電力市場と温熱市場はいわ
ば交換可能となっている。この４つの市場を睨み
ながら、利益の最大化と環境税で織り込まれてい
るCO2 の最小化が時々刻々と行われているので
ある。日本の技術だけが肥大化した未来像からは
およそ想像もできない「持続可能なエネルギー社
会」が、スウェーデンの地域社会では、徐々に姿
を現しつつあるのだ。
　今後、バイオマスエネルギーの普及拡大のため
には、「持続可能な発展」を最上位の政策目的に
置き、エネルギー政策の位置づけを再構築するこ
とが必要である。バイオマスエネルギーをはじめ
とする自然エネルギーは、単にエネルギー供給に
留まらず、環境保全効果、地域の産業と雇用の拡
大を通じた地域の活性化、環境教育など、多面的
な効果を持つ。そのため、国の政策に留まらず、
地域レベルでの新しい政策の枠組みこそが求めら
れている。つまり、「市場」と「地域」という二
つの視点が鍵を握る。
　欧州の自然エネルギー政策の発展を見ても、
ローカルな政策が共鳴することで政策が進化し、
それが国やEU全体の政策を大きく動かしてきた
という歴史がある。日本でも、国の政策変化を待
つのではなく、地域レベルで少しでも政策進化を
促す努力が求められる。たとえば、グリーン電力
証書と同様な仕組みで、グリーン熱証書という仕
組みの構想が英国などでも検討されており、日本
でも岩手県などを舞台に検討が始まっている。
　こうした地域からのバイオマスエネルギー市場
形成こそが、日本全体でバイオマスエネルギーの
普及への近道ではないか。
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飲酒運転問題とのかかわり

　司会（石川）　簡単に自己紹介をさせていただ

きます。私は現在、千葉県柏市にある科学警察研

究所（科警研）の交通科学部長を務めています。

今年で３年目ですが、その前の約 30 年間は茨城

県つくば市にある日本自動車研究所で、主に自動

車の衝突安全を研究していました。

　しかし事故の原因はヒューマンファクターがほ

とんどで、車自体の安全をいくら追求しても限界

があるという、はがゆい思いもありました。今は交

通工学や人間工学、あるいは自動車工学など、主と

して交通警察にかかわる研究業務を行っています。

　ですから飲酒運転という、この座談会のテーマ

には非常に興味があります。

　それでは、西田さんから順に自己紹介を兼ねて、

飲酒運転の問題とのかかわりを簡単にお話いただ

座談会

「飲酒運転の撲滅に向けて」

  飲酒運転による死傷事故は毎年多く発生してい

る。飲酒運転を防止するため、道路交通法の改

正により罰則が強化されても、一時的に事故は

減少するがその後は増加に転ずる傾向がある。

　だれもがいけないとわかっていながら、なぜ

飲酒運転はなくならないのか。罰則の強化以外

にどのような対策が考えられているのか。

　この座談会ではアルコール依存症や多量常時

飲酒の人たちに焦点を合わせつつ、飲酒運転防

止装置（アルコールインターロック装置）や諸

外国の事例なども交えて、効果的な対策はいか

にあるべきかを考えた。（石川）

（この座談会は2007年4月10日に行われました。）

出席者：
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きたいと思います。

　西田　今は交通事故総合分析センターに在籍し

ていますが、１年前までは科警研におりました。

工学系の出身ですが、20年ほど前から交通事故分

析や交通安全教育などに携わっています。

　飲酒運転に関しては、数年前から警察庁の研究

に参加してきました。昨年度も警察庁の担当者と

海外視察でヨーロッパに行ってきました。

　私はお酒が飲めない人間ですが、飲酒の問題点

をいろいろと感じておりますので、皆さんと意見

交換ができればと思います。

　渥美　自動車工業会（自工会）に、衝突安全

や事故を未然に防ぐ予防安全について、議論し

たり研究したりする安全部会があります。その

安全部会に、2006 年 10月にＡＤＤ（Anti Drunk 

Driving）ワーキンググループ（ＷＧ）ができて、

そのまとめ役の主査を仰せつかりました。

　ＡＤＤ－ＷＧでは飲酒運転の現状や海外事情を

調査して、自動車メーカーとして飲酒運転をなく

すために何ができるか、何をしなければいけない

か検討しています。

　また、国土交通省で今年から飲酒運転防止の検

討会を立ち上げましたので、委員を派遣して国交

省と一体となって、自動車業界として必要な取り

組みを早く実施しようとしています。

　私はトヨタ自動車に勤務していますが、仕事の

分野は人間工学で、使いやすさ、見やすさなどの

ユニバーサルデザイン、予防安全に関する車の改

善提案をしています。

　15 年ぐらい前に、飲酒運転に関してアルコー

ルセンサーの評価をしたり、アメリカがインター

ロックを導入した時に、情報収集をしたりしてい

ました。その関係で、ＡＤＤ－ＷＧの主査を仰せ

つかったわけです。

　樋口　私は精神科の医者で長い間アルコール依

存の治療に携わっています。昔はアルコール依存

というと中年のおじさんたちの病気というイメー

ジでしたが、最近は女性や高齢者などにもアル

コール問題が出てきています。

　それから、昔はかなり重症な人たちを対象にす

るという考え方でしたが、今はできるだけ早期に、

アルコール問題が軽いうちに治療介入して、飲酒

の問題を少しでもよくしていこうという考え方に

なっています。

　私の専門は遺伝子の研究で、アルコール代謝

遺伝子と代謝のスピードというような研究をして

いましたが、近年はむしろ社会的な要請のほうが

多くなってきたので、疫学的な調査や日本にアル

コール依存が一体何人いるかというような研究を

しています。

　今、世界保健機関（ＷＨＯ）が飲酒運転も含め

てアルコール問題の対策をいろいろ行っています

が、専門家の立場でそのコンサルテーションにも

携わっています。

　今成　特定非営利活動法人ＡＳＫ（アルコール

薬物問題全国市民協会）代表の今成です。私たち

の団体はＮＰＯで、1983 年設立ですから、もう

24年目になります。

　アルコール問題の予防にさまざまな角度で取り

組んでいて、例えば、今は新入生歓迎コンパのシー

ズンなので、一気飲み防止活動を行っています。

他にも、アルコール依存症の電話ガイドや、妊娠

中の飲酒は胎児に障害を与える可能性があること

を知らせる活動も行っています。

　飲酒運転については、被害者の方たちの法改正
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に向けた署名活動をサポートしたり、ホームペー

ジに被害者の手記を載せるといった取り組みをし

てきました。

　2005 年からは、職業ドライバーの飲酒運転と

違反者対策がメインです。バス会社で運転手向け

の講座を行ったり、海外の情報を収集するために、

アメリカ、オーストラリアの視察もしました。

　今日は皆さんからいろいろなお話を伺えるのを

楽しみにしています。

事故率より被害の大きさを強調したい

　司会　それではまず、飲酒運転の今の問題は何

なのか、今成さんから簡単に説明していただきた

いと思います。

　今成　飲酒運転は取り締まりや罰則強化だけで

は撲滅できません。なぜならアルコール依存症と

いう病気の人、また、依存症でなくてもアルコー

ルが抜けないうちに運転しているようなアルコー

ル常用者がいて、そういう人たちが飲酒運転の再

犯を繰り返しているからです。ですから、飲酒運

転は飲酒そのものについて考えなければならない

「飲酒問題」だと認識しています。

　飲酒運転対策として今ホットな話題は、アル

コールを検知して、自動車のエンジンをかからな

くする「インターロック装置」を使った違反者の

更正教育です。これが日本で実施可能なのかどう

か、ご意見を伺えればと思います。

　西田　日本の場合、アルコール依存症は多いの

でしょうか。スウェーデンやノルウェーに行った

時に、取り締まり基準を厳しくした理由の一つに

は、死亡事故の防止だけでなくアルコール依存症

が多いからだとも聞きました。しかし、日本はそ

れほど多くないのではないかという話も聞いてい

るのですが、その点はいかがでしょう。

　樋口　日本も多いと思います。ただ、話が依存

症にばかり焦点が行くのは、私はどうかと思いま

す。というのは、飲酒運転を繰り返している人た

ちが必ずしも依存症だとは言えません。むしろ依
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存症にはなっていないけれども、たくさんお酒を

飲む人たちのほうが、飲酒運転の数は多いのでは

ないかと思います。依存症はその中の特に一番中

心部分にいる人たちで、依存症と大量飲酒者を合

わせるとたくさんいるはずです。

　我々が 2003 年に行った全国調査の時に、毎日

平均３合以上飲む人の数は、860 万人いると推定

しました。860 万人というと成人人口のおそらく

10％は超えていると思います。

　今成　日本酒１合分のアルコールを分解するの

におおよその目安として４時間かかりますから、

３合だと12時間かかります。つまり、12時まで飲

んでいたら翌朝残っている可能性が高いですね。

　樋口　飲み方にもよりますが、人によってはか

なり長い間残っているでしょう。

　我々は、日本人のアルコール分解時間はどのぐ

らいなのか、点滴を使った信頼できる状況でかな

り多くの人を測定していますが、一番アルコール

分解の早い人と一番遅い人の差は、女性で３倍ぐ

らい違います。奈良漬けを食べても赤くなるとい

う人は実験できないので除外しての話です。

　顔がちょっと赤くなるけれども何とか頑張れば

飲めるという人から赤くならない人までを対象に

した場合に、女性の場合は１時間に分解できるア

ルコール量は、一番遅い人で３グラムしか分解で

きません。一番早い人で10グラムぐらいです。男性

は一番遅い人で５グラムぐらい、一番早い人で 13

グラムぐらいです。ですから、人によってずいぶ

んばらつきがあります。

　安全性を考える場合は、一番遅い人を中心に

考えますが、１合の酒を分解するのに遅い人だと

４～５時間かかりますから、３合飲めば１日のう

ちの半分はアルコールが入っているという状況が

あってもおかしくないのです。

　司会　私はあまり酒が強くないので、ビール１

杯で赤くなりますが、３合以上飲む人が 860 万人

というのはすごいですね。

　ところで、過去の取り締まり規定を調べました

ら、昭和 35（1960）年の道路交通法制定時には「酒

酔い」運転の規定は、呼気１リットル中 0.25 ミリ



ぱいあります。

　いろいろな論文を見ると、0.2 ぐらいから異常

が出てくるというのが多いのですが、日本はまだ

少し高いと思います。血中濃度にすると正確には

0.03％です。0.02％ぐらいまで下げるほうが、生

理的なことや事故のことを考えると、合理的では

ないかと思います。

　西田　実験によると人によってかなりの差が出

てきます。このため、高い濃度であればパフォー

マンスの低下も多くの人で見られますが、低い濃

度では、パフォーマンスの低下が見られない人も

出てきます。

　飲酒による反応時間の変化なども実験していま

すが、反応時間と事故の危険性との関係は議論

の余地があると思います。ですから実験結果だけ

で基準を決めるのは難しく、実際の事故データを

ベースに検討することも必要ではないかとも思っ

ています。

　ただ、そういう中で、酒を飲むと事故にあう率

が高くなるかということと、酒を飲んで事故を起

こしたら被害程度が高くなるかということは区別

して考える必要があります。アメリカの調査研究

に基づいて、酒を飲んだ場合と飲んでいない場合

で、事故による被害の大きさがこれだけ違う、だ

からこのぐらいの基準にしようと、事故率より被

害の大きさを問題にして基準を決めている例があ

ります。

　事故にあう可能性が高いから基準を下げようと

いう論理は、行政機関や研究者はいろいろなデー

タを集めているので理解しやすいと思います。し

かし個々の運転者は、運転に自信があるかないか

という自己判断しかしませんし、そもそもなぜか

自分だけは事故にあわないと信じ込んでいますの

で、事故にあう確率が高いという話だけでは理解

されにくいかも知れません。しかし、飲酒運転で

万一事故を起こしたら、自分も含めて被害程度が

大きくなるという説明ならば、自分自身のことと

して問題意識を持つようになれると思います。

　ビジョン・ゼロで有名なスウェーデンでは、

「30km/h以下で衝突した場合に歩行者が死なない
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グラム以上でした。0.25 未満は「酒気帯び」で、

罰則はありませんでした。

　0.25 未満であれば、飲んでいてもおとがめなし

というのが当時の文化で、それを今もまだ引き

ずっているという感じもします。たばこ文化は大

分変わってきたと思いますが、飲酒についても、

今まさに文化の変わる一つの時期にあるのかと思

いました。

　今成　その数値が今は 0.15 ですが、その 0.15

未満でも事故が結構多いと聞いています。さらに

下げるような議論はされているのでしょうか。

　西田　現在検討されています。

　司会　0.25 から 0.15 に下げる時に、いろいろな

バックデータが集められました。今また、厳しい

状況での影響を把握しているところです。

　西田　実験によって、ほとんどの人はこのぐら

いのアルコール濃度でパフォーマンスが悪くなる

ということが分かります。データを集めて議論す

ることは可能ですが、最終的には「中にはこの基

準でも運転に支障がない人もいるけれども、社会

的には基準を下げたほうがいい」という政治的判

断になるのではないでしょうか。

　外国の事情を調べても同じですが、やはり最終

的には政治的判断になっているようです。

　樋口　日本は 0.15 ですが、もっと低い国はいっ
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ようなシステムにしよう」という提案をしていま

すが、「歩行者事故をなくそう」ということでは

ありません。スウェーデンは人口が少ない国です

から事故も少ないので、事故にあう、あわないと

いう議論をしていたら、多分歩行者事故もあまり

下がらないでしょう。

　繰り返しになりますが、飲酒運転に対しても事

故にあった時の被害が大きくなるという観点で議

論したほうがいいのではないかと思います。そう

いう観点に立てば、そのための教材、あるいはツー

ルができると思います。シミュレーターでも、酒

を飲んでいて事故になると重大事故になることが

すぐにわかるツールをつくることはできます。

　樋口　日本人は、酒を飲むと半分の人は顔が赤

くなります。この人たちは、パフォーマンスは落

ちないかも知れませんが、低い血中濃度で眠くな

ります。眠さは運転にとって非常に危ないことな

ので、そういうことも教えたいと思います。

　また人種によって、アルコールに対する反応が

違いますから、血中濃度の基準を決める場合には、

人種の違いも考慮に入れたいし、そういう実験が

あってもいいと思います。

　もう一つ、どの年齢層が最も酒を飲むかという

と、ヨーロッパやアメリカでは 10代の後半から

20 代の初めが最もお酒を飲みます。日本は相変

わらず中年の人がよく飲みます。

インターロック装置の有効性

　司会　それでは対策について議論したいと思い

ますが、まず自工会の飲酒運転防止の取り組みを

渥美さんからお話いただきたいと思います。

　渥美　飲酒運転に対する自工会の取り組みに

は、ソフト対策とハード対策があります。ソフト

対策としては、ラジオＣＭ、インターネットのホー

ムページ、ポスターなど、いろいろな広報活動を

行っています。

　ハード対策としては、飲酒運転防止装置等の検

討について、昨年９月に準備を始めて、10 月に

ＡＤＤ－ＷＧを立ち上げました。そしてアルコー

ルの検知方法、センサーの精度などの特徴、また各

国の取り組みを調査し、我々として何が一番効果的

で、何をやらなければいけないか整理しています。

　司会　欧米は日本よりも対策が進んでいると聞

いていますが。

　渥美　昨年 11月から 12月にかけて、特にイン

ターロックシステムをどのように使っているの

か調査するために、自工会としてアメリカやス

ウェーデンに調査隊を派遣しました。

　アメリカ全体で 10万台近い車にインターロッ

クが搭載されていると聞きました。半年間もしく

は１年間、違反者の車に取り付けますが、装置は

レンタルです。

　装着工場も訪問しましたが、ミシガン州にある

ナショナル・インターロック・サービスという、

そのものずばりのネーミングの会社です。装着メ

ンテナンス、データの回収を専門に行う会社で、

お客さんはたくさんいるということでした。

　スウェーデンではスカニアという大型トラック

のカーメーカー、サーブ、ボルボに行きました。

違反者への更生プログラムは、まだアメリカほど

は普及していませんが、スウェーデンでは自主的

に搭載しているケースがかなりあります。企業イ

メージの向上を目的として、あるいは公共の場で

働いている大型トラック車につけているそうです。

　サーブやボルボは政府の補助金を使って、吐息

のアルコール濃度を測定する新しいスマートな装

置を開発中でした。

　ＡＤＤ－ＷＧでは、アルコール検知器の測定誤

差を詳細に実験しました。標準ガスと実際に酒を

飲んだ時の吐息との比較もしました。また、我々

の実験では燃料電池式の装置はかなり精度がよく

て安定していますが、半導体式の装置は少しバラ

ツキが大きいという結果が出ています。半導体式

はアルコール以外のものも検知してしまうという

報告がありますが、どんなものに反応してしまう

のか、今年度追加実験することにしています。

　メーカーの設計サイドでは、インターロックを

実際に装着した時に、ちゃんと機能するかどうか



の入り口のランプウェイで鳴った時もあったり、

右左折時の、注意を集中しなければいけない時に

鳴ったりしました。そういう時に慌てて息を吹く

と吐息の量が足りなかったり吹き方が悪かったり

して、再測定の指示が来て、２～３回失敗すると、

電子サイレンが鳴ります。

　ですから、すごく煩わしいですし、危険な状態

もあり得ると思いました。身代わりの対策として

他に有効な手立てがないのでそうなっているのだ

と思いますが、日本で導入する時には注意が必要

と感じました。

　司会　サイレンは、盗難防止装置のファンファ

ンファンという、あのレベルの音量ですか。

　渥美　車内でかなり大きく聞こえましたが、外

のほうがもっと大きいのではないかと思って気が

気ではなかったですね。

　西田　サイレンが鳴り続けること以外にも何か

機能があるのですか。

　渥美　インターロックは、セルモーターだけに

介入しています。走り出したらセルモーターは関

係がなくなりますので、エンジンは止まりません。

走行中にエンジンを止めるのは危険ですから、大き

な音を出し続けるようにしているのだと思います。

　司会　今実用されているインターロック装置

は、呼気中のアルコールを検出してエンジンを作

動しないようにするシステムですが、他の検出方

法も研究されているのですか。

　今成　新聞などで、汗に含まれる物質を検出す

る方法を開発中という報道がありました。ハンド

ルを握っている手の汗を測定するのであれば、検

出器に向かって息を吹かなくて済みますから、そ

のほうがいいと思いました。

　渥美　今すぐに実用化できるのは、アメリカや

欧州で使っている呼気から検出する方法でしょう

が、広く普及させるためには、あるいはドライバー

に喜んで使ってもらうには、もっと煩わしくない

方法を開発すべきだと考えて、いろいろな方法が

提案されています。それはトヨタも含めて各社積

極的に研究しています。その中の一つが、汗に含

まれる物質から検出する技術ということです。
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確認することもしていきます。

　国交省の検討会では、インターロックをどうい

う人につけると、どのような効果や課題があるか、

システムの性能はどうあるべきかというような議

論をしています。

　司会　どうもありがとうございました。

　樋口　インターロックは車に標準装備になって

いて、ずっと車に装着されているという前提では

ないのですか。

　渥美　アメリカでは再犯者や飲酒運転で検挙さ

れた人にだけ、一定期間インターロックを装着

しているのが現状です。それ以外の一般のドライ

バーに使ってもらうとしたら、もっと簡単に測れ

る方法にすべきだという話です。

　今成　インターロック装着車は、ドライバー

の身代わりができないようにということで、走行

中何十分かおきに息を吹くよう指示するそうです

ね。運転中の呼気チェックが事故につながる心配

はないのですか。

　渥美　ミシガンで我々の関係会社の車につけ

て、２日ほど試運転しました。まずエンジンをか

ける時に吐息をチェックします。その後５分から

30分おきぐらいに、ランダムにピーピー音がして、

再測定を要求してきます。

　現地のスタッフが運転しましたが、ハイウェイ

西
田　

 

泰
氏
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　ほかにも、足首から分泌する物質を測ったり、

光で肘のあたりから測るというようなものが、シ

ンポジウムなどでいろいろ報告されています。

　しかし、コストの面、サイズの面など、まだま

だ改良が必要だと思います。理想的なのは、座っ

ただけで簡単にすぐに測れることですが、アメリ

カも含めて各国ともその方向で研究を進めている

真っ最中だと思います。

　今成　アルコールを検出したら車を減速し止め

るシステムについて新聞に書いてありましたが、

それがまた事故につながらないか心配です。

　渥美　ＡＳＶ（Advanced Safety Vehicle）と

いう先進安全車の研究を、国交省と自動車各社が

かなり前から続けていますが、そこでも居眠り運

転を見つけたらどうするかという議論をしていま

す。しかし、走行中の車を安全に止める技術はま

だ完成されていません。これからも研究が必要だ

と思っています。

　今成　インターロックによって飲酒運転を防止

することが、夢の解決法のように思っている人が

かなりいますが、海外の事例を聞いてみると、技

術的にはできるけれども、運用するのは非常にコ

ストもかかるし、メンテナンスも大変だしという

ことで、機械は万能ではないと感じています。　

　渥美　アメリカのように違反をした人のリハビ

リプログラムの一つとしては有用かも知れません

が、今は検出装置に口をつけて息を吹くというシ

ステムしかありませんから、走り出す前にある程

度時間がかかりますし、また衛生上の問題もあり

ます。それで酒を一滴も飲まない人の車にも強制

的につけた時に、その人が喜んで使ってくれるか

どうか、問題だと思います。

　樋口　非常に簡単なものが全部の車についてい

るという形がいいと思います。時期がきたらはず

すというのでは、同じことの繰り返しになってい

く可能性はありますね。

　渥美　すごく安くて、煩わしくなくて、最初か

ら全部についているという形になれば、一番効果

があるでしょう。ただ、それにしても何がしかの

お金はかかりますから、一滴も酒が飲めない人の

車に装着して、代金をいただくことが正しいかど

うか、という話もあります。

インターロックはリハビリプログラム
に使われている

　司会　インターロックを諸外国ではどのように

活用しているのか、もう少し具体的にお聞きした

いと思います。

　今成　オーストラリアでは、インターロックプ

ログラムと、医療的な介入とを組み合わせるとい

う方法をとっています。飲酒運転で検挙されると、

血中アルコール濃度などの状況によって期間は異

なりますが、免停期間があります。その免停期間

が、インターロックプログラムを受けると短縮さ

れて、インターロックライセンスをもらえます。

　インターロックライセンスをもらうためには、

まず特定の医療機関に行って、医師のアセスメン

トを受けます。医師は、ＷＨＯのスクリーニング

テストを使って、アルコール依存症なのか、その

手前のアルコール問題がある状態なのか、あるい

は問題はない状態なのかを判別します。そしてア

ルコール依存症の場合は、専門の医療機関に送り

ます。依存症ではないと判定されれば、節酒の方

法を教えます。ブリーフ・インタベンションと呼

ばれる介入方法です。

　司会　効果は上がっているのでしょうか。

　今成　この介入方法は効果があるとＷＨＯが発

表しています。しかし、インターロックプログラ

ムを何人ぐらい受けているのか聞いたら、まだ始

めたばかりで数字は出てないと言っていました。

　インターロックライセンスを取得するかどうか

は本人の選択ですし、費用は本人が負担しますの

で、どうしても仕事に車が必要だとか、ある程度

お金がある人たちが選ぶ傾向があるようです。

　司会　カナダもインターロックを使って、リハ

ビリテーションを行っていますね。

　今成　スウェーデンもそうです。いずれにしろ、

インターロックは、アルコール問題を持つ違反者
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へのリハビリプログラムの一環という位置づけの

ようです。

　アメリカのカリフォルニア州では、インター

ロックよりもソーシャルモデルの治療プログラム

に力を入れています。これはカウンセラーの資格

をもつ依存症の回復者たちが中心になり、州に認

定されたＮＰＯが実施しているもので、医療モデ

ルより低いコストで効果も上がるという特徴があ

ります。教育、グループワーク、個人カウンセリ

ングという構成で、費用は本人負担です。初犯でも

週に一度、最低３か月間通わなければいけません。

　オーストラリアのシドニーでは、以前、医療

モデルのプログラムで挫折した経験があるのです

が、それはコストと強制力がないことの２つが原

因だったと聞きました。その点、カリフォルニア

のものはソーシャルモデルですし、裁判所が保護

観察期間を設けて、その間にプログラムを受けな

ければ、裁判所に報告が行って呼び出されるとい

うように強力に介入しているので、うまくいって

います。

基礎データが少ない日本の現状

　司会　アルコール問題連絡協議会では昨年、飲

酒問題への公的介入の必要性をアピールしました

ね。今成さん、簡単に説明してください。

　今成　私たちは、2006 年 10 月に総理大臣、警

察庁長官、法務大臣、厚生労働大臣宛に、『飲酒

運転の背景にある「飲酒問題」への介入に関する

要望書』を提出しました。

　依存症か依存症の前段階の疑いのある飲酒運転

がかなり見受けられるから、しっかりした調査を

してほしいこと、アメリカなどの「飲酒問題アセ

スメント」「予防教育」「強制治療」の視察・調査、

そしてそれら施策の日本への導入を検討する専門

委員会の設置をお願いしたわけです。

　樋口さんは、依存症の人などの飲酒運転の調

査を始めておられると思いますが、どんな状況で

しょうか。例えば再犯率などの基礎データが、今

とても必要だと思います。

　樋口　神奈川県警と今一緒に取り組んでいて、

データも集まりつつあります。

　数が少ないのでまだ公表はできませんが、飲酒

運転で検挙された人たちのデータを解析したら、

恐ろしいような数字が出てきました。アルコール

の問題を持った人たちのパーセンテージが高いの

です。

　データが少ないため、たまたま高かったのかも

しれないので、もっと多くのデータを集めて正確

な数字を出したいと思います。

　今成　それはいつぐらいにまとまるのですか。

　樋口　１年ぐらいかかると思います。

　今成　予算は出たのですか。　

　樋口　自主研究でやっています。スタッフが

警察に行ってデータをもらってきて、私がコン

ピュータに入れるという、本当に寂しい作業です。

　今成　基礎的なデータがあってはじめて対策が

きちんとできるのですから、そういう予算は何と

かならないものかと思いますね。

　樋口　飲酒運転とアルコール依存について、日

本中のデータがどのぐらいあるか調べたのです

が、依存症の人たちがどのぐらい飲酒運転をした

かというデータがいくつか断片的にある以外は、

ほとんど皆無です。

樋
口　

進
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　それから、飲酒運転した人たちがどのぐらいの

アルコール問題を持っているかというデータは全

くありません。だからこういう話を先に進めよう

と思っても、ちょっと苦しいのが現状です。

　今成　昨年の８月以降、マスコミが頻繁に報道

するようになったので、アルコール依存の徴候が

あると思う飲酒運転事例を集めているのですが、

かなりの数になりました。

　記事の中に、酩酊度が非常に高いという表現が

あればそれは依存症の徴候の一つです。また運転

中に飲酒しているとなると普通の飲酒運転よりレ

ベルが違うので、これも依存症の可能性が高いと

言えます。それから常習性、前に捕まっているの

にまた飲酒運転で捕まったとか、免停中なのに無

免許で運転しているとかというような報道の記述

によって判断するのですが、多くの事例が集まり

ます。

　それこそ警察官から、学校の先生から、議員か

らさまざまな人たちがその中に入っています。あ

らゆるレベルの人たちです。

　西田　そういう人たちにインターロックをつけ

させたり、治療を義務付けたりしようということ

ですね。例えば、本人はインターロックをつけた

くないと言っても、家族の要望があればつけられ

るようにするとか。

　今成　家族が欠格にしてもらおうと思って警察

に連絡しても、本人の人権問題もあるので、なか

なか難しいのが現状のようです。

　西田　そこは多分、これから顕在化するであろ

う高齢者の認知症の問題とも絡むのでしょうが、

自分から進んで検査してくださいと申し出る人は

少ないでしょうね。

　司会　飲酒取り締まりでチェックされて、規定

値以上だと免停になって適正検査を受けますね。

ところがスピード違反で捕まった人も飲酒運転で

免停になった人も、日本の場合はみんな一緒のプ

ログラムを受けるわけですね。

　西田　一部の県では分けているところもありま

すが、人数が多かったり、少なすぎたり、いろい

ろなことがあってできないところもあるようです。

　司会　飲酒運転の場合でも、今は講習を受けれ

ば免停期間を短縮できますね。

　樋口　ただ、それはちょっと考えなければいけ

ないと思います。アルコール問題を持った人たち

に対する治療の効果を考えた時に、スクール形式

の教育は効果が非常に限定的であるというのが世

界のコンセンサスです。

　だからこそ、個人を対象にした治療システム

を導入することが必要です。第一段階の教育とし

ては飲酒運転にターゲットを絞った講習もいいで

しょうが、やはり治療のほうに重点を移す必要が

あると思います。

　今成　アセスメントができれば、治療組と教育

組と分けられますね。

　樋口　日本では、どんなに社会的な問題があっ

ても、アルコールによって体か心の障害が出てこ

なければ依存症の診断はつけられません。ですか

ら、もう少し全般的で包括的なシステムを考えて、

ぜひ導入したいと思います。

　渥美　依存症治療のプログラムが導入されれ

ば、飲酒運転事故は減ると思いますが、飲酒運転

事故をどういう人が起こしているのか、今はあま

りわかってないですね。

　私も酒はすごく好きですが、今は月に２回ぐら

いしか飲みません。ただ、飲む時は結構夜中過ぎ

まで飲むこともあります。そういう人が飲酒運転

事故を起こしているのか、それとも本当に毎日３

合も飲んでいる人が事故を起こしているのかとい

うことがわからないと、どれだけ効果が期待でき

るかわかりませんね。

　樋口　ちょっと古い話ですが、1996 年にある

学者が、医学的な治療をした場合の効果がどのぐ

らいかということについて、215 の論文を分析し

て調べました。その結果、全般的に治療をするこ

とによって、飲酒運転事故の再犯率が７～９％下

がるということがわかりました。

　７～９％では大したことないと思うかも知れま

せんが、対象としているのは何回も飲酒運転を繰

り返しているような、いわゆるハードコアの人た

ちですから、７から９下がるというのは、すご
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いことだと思います。治療の効果は確実にあると

言っていいでしょう。

　今成　アメリカでは、免許停止と教育治療プロ

グラムを組み合わせることによって、30％飲酒運

転事故が減少するといわれています。

　樋口　教育だけでなく、免許停止も必要という

ことですね。

　今成　アメとムチと両方必要ということですね。

　樋口　各々の役割を一生懸命やっていきなが

ら、しっかり情報交換をして、よりよいシステム

をつくりたいですね。

各分野の人が連携していいシステムを
つくりたい

　司会　最後に、言い忘れたことがあったらお話

いただきたいと思います。

　今成　「ご近所の底力」というＮＨＫの番組で、

飲食店が飲酒運転に対してどういう対策をとるか

取り上げていました。

　特に沖縄は公共交通機関が少ないので、飲酒運

転が非常に多く、飲食店でベロベロに酔って運転

して帰ってしまう人がいるそうです。そこで、対

策の一つとして飲食店で車の鍵を預かるというの

がありました。

　司会　入ってきた客は全部車の鍵を差し出すと

いうことでしたね。宮城県でしたか、運転代行の

話がありましたね。代行が来るのが遅いので、い

かに早く来させるか、その対策として市役所が駐

車スペースを提供して、経費もかからない仕組み

を考えていますね。

　今成　だから飲酒運転対策というのは、いろい

ろな方法を組み合わせて、いろいろな立場の人た

ちがやる必要があります。ただその時に、個々

でやっているだけだとチグハグになったりするの

で、総合的な対策としてその仕組みがまとまれば

いいですね。

　西田　教育という対策もあります。イギリスな

どでは、飲酒運転防止のために 40年ぐらいかけ

て、ドライバー教育をしているという話を聞きま

した。

　自分は事故を起こさないと自信を持っている人

に、事故の可能性は皆持っているのだという教育

が欲しいと思います。罰則も必要ですが、罰則強

化だけが先行するのは、あまり賛成できません。

　渥美　飲酒運転防止は、一つの施策だけではで

きないと思いますし、インターロックは確かに効

果があると思います。ただ、それで飲酒運転がど

の程度減るのか、現状ではまだわかりません。近

い将来に、すごく安くてすごく手軽にアルコー

ル濃度を測れる技術ができればいいとは思います

が、まだまだ多くの課題があると思っています。

　樋口　考え方は皆さんと基本的に同じですが、

一つだけ違うのは、もう少しアルコールの消費量

を下げたほうがいいということです。日本人のア

ルコール消費量は先進国の中では真ん中くらいで

すが、人口の構成比や体格の違いなどを考慮すれ

ば、決して安心できる数字ではありません。消費

量が下がればそれに並行して、飲酒運転も下がり

ます。

　司会　今日のこの機会をきっかけに、各分野の

方たちがうまく連携がとれるようなことを私もで

きる限りやりたいと思います。

　長時間、どうもありがとうございました。

石
川 

博
敏
氏
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ことを想定していなかったこと等を悔やんだ。

２．首都圏を対象にした地震火災の想定

  東京都では、1950 年代後半から地震防災対策に
着手し、1964 年６月の新潟地震直後に故河角廣博
士（当時は東京大学地震研究所長）が国会で指摘
したいわゆる「南関東大地震 69 年周期説」に喚
起され、「江東防災６拠点計画」の事業化に踏み
切るとともに、1978 年には関東大地震の再来を
想定した区部の被害想定を発表していた。また、
1970 年代後半、「明日起こっても不思議ではない」
と東海地震の再発を指摘された静岡県等も地震被
害想定結果を公表していた。
  しかし、阪神・淡路大震災以前、地域防災計画
に地震対策を詳述していた地方自治体は数少な
かった。その原因としては、これまでに襲われた
大震災の記憶・教訓が風化し、また、詳細な記録
が残されていなかったこと、大きな震動がもたら
される地震の発生が予想できなかったこと等が考
えられる。
　このような状況を踏まえ、1995 年７月、全国に
わたる総合的な地震防災対策を推進するため地震
防災対策特別措置法が制定され、総理府（現・文
部科学省）に地震調査研究推進本部が設置された。
多岐にわたる地震調査研究推進本部の役割の中で
重視されている事項は地震に関する評価であり、
毎月の地震活動に関する評価、主な地震活動の評
価、長期評価（地震発生可能性の長期評価）、強
震動評価、地震動予測値図などが逐次公表されて
いる。この中でも長期評価は、主要な活断層で発
生する地震や海溝型地震を対象に、地震の規模や

１．阪神・淡路大震災が変えた地震防災

  我が国の地震防災対策は 1995 年１月に発生した
阪神・淡路大震災以降、大きく変革した。それは
防災（災害予防）から減災への転換である。
  1959 年９月の伊勢湾台風災害を契機に制定され
た災害対策基本法では、災害予防、災害応急対策
および災害復旧を三本柱とし、とくに、施設的対
策を主とした災害予防を重視していた。伊勢湾台
風以降、自然災害による死者が年間千人を超すこ
とがなかったことも幸いし、災害予防重視は功を
奏していたかに見えていた。阪神・淡路大震災の
前年同日に発生したノースリッジ地震を調査した
我が国の地震防災対策専門家は、高速道路の落橋
を見て、「日本ではあり得ない被害」と感じ、また、
論評していた。
  しかし、阪神・淡路大震災で横転した高速道路、
新幹線高架橋の落橋、膨大な木造建物の倒壊、静
穏な気象条件下での市街地大火等々を目の当たり
にした地震防災専門家は、施設的な防災対策（災
害予防）には自ずから限界があること、公的機関
による被災者支援等の緊急対応（「公助」）には限
界があり、発災後数日間は「共助」、「自助」によっ
て、被害の拡大・波及を食い止めなければならな
いこと等を思い知らされた。また、激甚被災地域
であった神戸市の地域防災計画における地震防災
対策が、震度５強（気象庁震度階に弱、強が設け
られたのは阪神・淡路大震災以降）を前提として
いたこととともに、市街地直下に起震断層がある

＊くまがい よしお／筑波大学 名誉教授／特任教授（大学
                            院教育担当）

地震火災の特徴と減災に向けて
熊谷 良雄＊



結果を公表した（表１参照。以下、1997 年都想
定という）。
　一方、中央防災会議では、1988 年に関東大地
震の再来を対象とした地震被害想定の公表に引き
続き、2004 年６月の「相模トラフ沿いの地震活
動の長期評価について（地震調査研究推進本部）」
を基に、2005 年７月、「首都直下地震対策専門調
査会報告」を公表した（表１参照。以下、2005
年中防想定という）。
  この 2005 年中防想定を受けて、東京都は「現実
的な気象条件で想定」し、2005 年中防想定と同
じ３ｍ／秒（冬の平均風速）、15ｍ／秒（関東大
震災時の風速で特殊な条件の下での風速）と冬の
平均風速の２倍の６ｍ／秒（1997 年都想定等に
おける基本的な気象条件）の３種類の気象条件を
設定した被害想定結果を 2006 年５月に公表した
（風速６ｍ／秒のみ表１に掲載。以下、2006 年都
想定という）。
  表 1を見ると、東京湾北部の深さ数十 kmで発
生するＭ 7.3 の地震で想定される出火件数に大き
な差がある。しかし、2005 年中防想定では９都
県の合計のみが公表されており、便宜的に夜間
人口で東京都の出火件数を按分していること（地
震時の出火は、必ずしも夜間人口に比例するとは
限らない）、両者の想定手法が異なっていること、
さらには、公表されている出火件数のレベルが異
なっていること等により、単純には比較はできな

一定期間内に地震が発生する確率を予測したもの
であり、2007 年３月までに 101 の主要活断層帯と
６つの海域で発生するさまざまな海溝型地震の評
価結果が公表されている。
　2007 年１月１日を起点として、50 年以内の地
震発生確率が 50％を超える主要活断層帯は指摘
されていない。しかし、海溝型地震については、
30 年以内の発生確率が 99％とされているマグニ
チュード 7.5（以下、Ｍ 7.5 と記す）前後の宮城県
沖地震をはじめとして、50 年以内の発生確率が
80％を超える地震は、択捉島沖［8.1 前後 ]、色丹
島沖［7.8 前後 ]、根室沖［7.9 前後 ]、十勝沖・根
室沖［7.1 前後 ]、三陸沖北部［7.1 ～ 7.6]、三陸沖
南部海溝寄り［7.7 前後 ]、茨城県沖［6.8 前後］、
南関東［6.7 ～ 7.2 程度］、東海［８前後］東南海［8.1
前後］、南海［8.4 前後］、日向灘のプレート間［7.1
前後］と枚挙にいとまが無い（［ ］内は予想した
地震規模：マグニチュード）。
　とくに、海溝型を除く南関東のＭ７程度の地震
（いわゆる南関東直下の地震）については、中央
防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会が
1988 年および 1992 年に「ある程度の切迫性を有
している。100 年か 200 年先の相模トラフ沿いの
地震が発生するまでの間に、数回程度発生するこ
とが予想される」と指摘している。これを受けて
東京都は、1994 年から東京都直下に発生する地震
を対象とした地震被害想定に着手、1997 年に想定
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表１　首都圏直下の地震被害想定における火災被害の比較

  中央防災会議  東京都　　　　　　　　
   公表年月 2005 年 7 月 1997 年 8 月 2006 年 5 月
   想定地震 東京湾北部、深さ 20 ～ 60km、 東京都庁直下 東京湾北部、深さ 30 ～ 50km、
  Ｍ 7.3 深さ 20km、M7.2 Ｍ 7.3 
 風速（ｍ／秒、冬の夕方、北北西） 15  3    6 
 出火件数＊１ 354 272 824 1,145  375
 焼失棟数（万棟）＊２ 41〔77％〕 18〔60％〕 38〔90％〕  31〔71％〕
 火災による死者（人）＊３ 4,700〈60％〉 1,700〈35％〉 4,802〈67％〉  2,742〈49％〉
 焼失棟数／出火件数 1,158.2  661.8 327.7 270.7  826.7
 焼失棟数／火災による死者数 87.2 105.9 78.8  113.1

＊１－１　中央防災会議の出火件数は９都県の消防力運用後の「残出火数」
　　　　　比較のため９都県に対する東京都の人口比率（27.24％：平成 17 年 10 月 1 日の国勢調査第１次基本集計）を用いて按分
＊１－２　東京都の出火件数：1,145 は防災市民組織・消防隊・消防団による消火活動がなされていない状況での出火件数
　　　　　網掛けの 375 件は 1997 年の被害想定を援用して推定した延焼火災件数
＊２〔 〕内は、全壊＋全焼棟数に対する全焼棟数の比率
＊３〈 〉内は、全死者数に対する火災による死者の比率



想定で消防の一次運用がなされないものとしてい
る風速 15ｍ／秒における「残出火件数」と東京
都の「出火件数」とを比較すべきであろう。東京
都への各種都市活動の集中を勘案して表１を見て
も、約４倍の差がある。この原因は定かではない
が、想定手法の相違によることは否定できない。
　ちなみに 2006 年都想定の出火件数：1,145 のう
ち延焼拡大しない件数を推定（表１の最右欄）す
ると以下のごとくである。
　1997 年都想定では、出火件数に対して、防災
市民組織による消火、消防隊・消防団による消火
（一次運用と二次運用）、および、延焼不拡大（出
火から２時間以内に消火されないが、単発火災と
なって拡大しない火災。非木造建物からの出火や
出火点周辺の建蔽率が低い場合や非木造建物に囲
まれている場合などが該当する）を考慮している。
そこで、延焼拡大しない火災件数推定にあたって、
　・防災市民組織の消火活動は、当該組織の活動
領域に発生した火災に対してなされる

　・延焼不拡大に地域的な偏りは無い
と仮定すると、2006 年都想定の出火件数にそれ
ぞれの消火率 8.3％と 18.2％を適用し、計 303 件
が延焼しないこととなる。
　つぎに、消防隊・消防団による消火件数は、
　・1997 年都想定における消火件数が現有の消
防力の限界である

と仮定すると、467 件が延焼しないこととなる。
以上の仮定を踏まえると、2006 年都想定の 1,145
件の出火件数のうち 375 件のみが拡大するものと
推定できる。この延焼拡大件数は、2005 年中防
想定の出火件数（残出火数）と調和的であるが、
2005 年中防想定の消防一次運用による消火件数
（風速 15ｍ／秒と同３ｍ／秒の残出火数の差）は、
かなり過小に想定していることが指摘できる。
　焼失棟数の想定では、2005 年中防想定、2006
年都想定とも延焼対象領域もしくは延焼ユニッ
ト（いずれも延焼遮断帯または焼け止まりが期待
できる線的領域で囲まれた区域で互いに延焼しな
い）を設定し、メッシュ別の不燃領域率に基づく
焼失率を用いている。
　つぎに、2005 年中防想定と 2006 年都想定の焼
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い。
　地震時出火の想定手法について、2005 年中防
想定は阪神・淡路大震災時の建物全壊率と出火率
の関係に基づいて標準出火率を設定（一般火気器
具、電熱器具、電気機器・配線、化学薬品、ガス
漏洩。震度６弱以上の危険物施設については、施
設種別毎に出火率を設定）した上で時間帯別の火
気使用状況に従って補正している。それに対して、
1997 年や 2006 年の都想定は、東京消防庁が実施
している地域別出火危険度の手法（二十数種類の
火気器具および電気関係、化学薬品、工業炉、危
険物施設について地震時のイベント・ツリーを作
成、震度別出火確率を算定し、地域別の火気器具
数等を用いて出火件数を想定）を援用している。
  2005 年中防想定が用いている建物全壊率を震動
の大きさの代替変数として統計的な手法で出火率
を推定しようとする考え方は、1970 年代に提案
されたものであるが、地震時の出火件数低減のた
めの具体的な施策に反映できないという欠点があ
る。一方、1997 年都想定等で用いられているイベ
ント・ツリーを使用した出火要因別の震度別出火
確率を算定する方法は、想定しようとする地域の
特性を反映するための数多くのデータを必要とす
るものの、地震時出火の軽減に向けた具体的施策、
たとえば、火気器具に対震自動消火装置を装着さ
せた時の効果算定等、施策の提案に結びつけるこ
とができる。
　また、地震被害想定における出火については、
一般に以下の３つのレベルがある。
①全出火件数……「火災報告取扱要領」に定義さ
れている“火災”の件数

②炎上火災件数……全出火に対して出火場所周辺
の住民による非組織的な初期消火によって消火
できなかった火災件数。東京都の被害想定では
「出火件数」としている
③延焼拡大数……防災市民組織などの住民による
組織的な消火活動や消防隊・消防団による消火
活動（一般に、消防一次運用と呼ばれる）によっ
て消火できなかった火災件数。2005 年中防想
定では「残出火数」としている

　この３つのレベルを勘案すると、2005 年中防



失棟数、火災による死者数を比較してみよう。表
１の〔焼失棟数 /出火件数〕を見ると、風速と
比較して単調に増加していないが、前述のように
2006 年都想定の延焼拡大件数を 375件と推定する
と、風速が大きくなるほど出火件数当りの焼失棟
数は増加することとなる。
　火災による死者数の想定では、2005 年中防想定、
2006 年都想定とも出火直後と延焼中の逃げ惑いに
分けて、それぞれ同じ方法を用いているが、屋内
滞留人口の想定の相違などにより、風速の増加に
伴って死者 1名当りの焼失棟数が増加している訳
ではない。
　以上のように、地震被害想定における火災被害
は、さまざまな前提条件や定義、想定手法によっ
て異なるものである。そこで、被害の発生メカニ
ズムや被害軽減対策が基本的に異なっている地震
出火と地震時の火災拡大について、以下、その特
徴と軽減対策について論じることとする。

３．地震出火の特徴と軽減対策

　地震時には、震動による火気器具等の異常な燃
焼、薬品混触による発熱・発火、長時間の停電を
予想して家人全員が避難中に復電し、スイッチが
入ったままの電気器具が加熱して出火する等、平
常時には考えられないような火災が発生する。た
とえば、2003 年５月 27 日夕刻、宮城県沖で発生
したＭ 7.0 の地震によって震度６弱を観測した宮
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城県石巻市では、住家の化粧台から落下・破損し、
散乱した化粧水が別の棚から落ちた卓上用ライ
ターの火花によって着火、小火となった。
　地震出火の特徴をとらえるためには、１つの地
震を対象にして出火原因を克明に分析することも
考えられるが、ここでは、1923 年の関東大地震以
降の主な地震を対象として、火気器具等が使用し
ているエネルギー別の出火原因について考察し、
今後の大規模地震での課題を考えてみよう。これ
までの主な地震によるエネルギー別の出火原因の
構成比を図１に示す。
　1978 年宮城県沖地震までは、薬品からの出火が
1/4 程度を占めていたが、その後、教育研究機関
での薬品管理の指導が強化され、阪神・淡路大震
災時の神戸市では数件のみ、2004 年 10 月の新潟
県中越地震では薬品からの出火は報告されていな
い。
　木炭や薪等の固体エネルギーからの出火は、生
活様式が近代化されていなかった関東大地震と福
井地震、および、春と冬に発生した 1968 年十勝
沖地震と 1993 年釧路沖地震において顕著であっ
た。前者は、倒壊した木造建物の下敷きとなった
七輪やかまどの木炭や薪から、後者は石炭ストー
ブからの出火が主なものであった。
　1968 年十勝沖地震では、使っていた石油ストー
ブの 1.32％から出火し、石油ストーブへの対震自
動消火装置の設置義務付けにつながった。また、
1993 年釧路沖地震では、石油ストーブ本体の対震

図１  関東大震災以降の主な地震時
出火のエネルギー源別出火
件数比率

注１：出火原因が明らかとなってい
る火災のみの比率

注２：地震名の後の〔 〕内は、（出
火原因が判っている出火件
数）／（すべての出火件数）

注３：地震名の下は、地震発生年月
日、時刻



得る火気器具の開発（揺れを感じると自動的に
抜けるコンセントや感震ブレーカーはすでに市
販されている）
等が挙げられる。

４．地震時の火災拡大の特徴と軽減対策

　我が国の都市づくりは都市大火との闘いであっ
たといっても過言ではない。江戸時代に入り、煙
草が普及し、火気の使用が一般化するにつれて大
火が頻発した。明暦から慶応に至る 210 年間に江
戸の街では、延焼距離が 15 町（約 1.65km2）以
上の火災が 89回にも及んだ。明治時代になって
も大火は続発し、1945 年までに全国で、焼失戸
数 50戸以上、焼失棟数 20棟以上、焼失土地面積
3,300m2以上の市街地火災が 1,737 回もあった。
　そのため、江戸時代の火除地や広小路の設置、
明治以降の屋上制限令や耐火建築帯の造成等々、
各種の都市防火対策がとられてきたとともに、消
防力の整備もなされてきた。したがって、現在の
市街地には延焼を促進する要因と阻止する要因と
が混在している。それらが市街地大火の発生に複
雑に絡み合い、大きな震動が都市を襲うと延焼を
促進する要因が助長され、阻止する要因の効果が
低下することが多い。市街地延焼の促進要因と阻
止要因を整理したものが図２である。

（１）市街地延焼と市街地条件

　市街地条件は、延焼の阻止にも促進にも寄与し
ているが、建蔽率と建物構造率によって個々の市
街地固有の延焼力が規定される。一般に、建蔽率
はｍで、建物構造率は建築面積ベースでの混在率
を用いた延焼速度比：ｎで代替され、ｍｎ比が街
区レベルの延焼力の程度を示す指標となる。さら
に、多数の街区から構成される数十 haの地区レ
ベルでは、不燃領域率という指標が用いられる。
不燃領域率が70％を超えると火災は数棟レベルで
自然鎮火し、50～ 70％では自然焼け止まりが期
待できる。
　不燃領域率は、1977 年から 1981 年までの５ヶ
年間にわたって実施された当時の建設省総合技術
開発プロジェクト「都市防火対策手法の開発」に
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自動消火装置は作動したものの、屋外タンクから
の給油管に対震自動遮断装置がついておらず、揺
れによってはずれた給油管から供給が続けられた
ことによって、漏洩した灯油に着火するという液
体エネルギーからの出火が多かった。
　都市ガス等の気体エネルギーからの出火は、生
活様式が近代化されてきた 1964 年の新潟地震以
降発生し始め、マイコンメーターの設置や供給ブ
ロック単位での自動遮断措置へとつながっていっ
た。しかし、阪神・淡路大震災では供給ブロック
毎の遮断が手動であったこと、マイコンメーター
の普及が遅れていたこと、および、ガス使用中の
みマイコンメーターが作動するという方式が災い
し、漏洩したガスが着火物となる事例が多かった。
　出火源として電気エネルギーが顕著であったの
は、阪神・淡路大震災の前年のノースリッジ地震
であったが、その教訓が強調されることはなかっ
た。また、1994 年暮の三陸はるか沖地震での熱帯
魚用ヒーターからの出火についての危険性が指摘
される前に、阪神・淡路大震災が発生した。
　阪神・淡路大震災では、原因が判明した半数が
電気エネルギーを出火源とするものであり、強制
通電時になんらかの要因でショートしたり電気火
花が漏洩した都市ガスを着火させ、また、ノース
リッジ地震と同様に出火の長期化を招いた。
　以上のように、地震時の出火は、生活様式の変
化に応じ、また、対策の裏をかくように発生して
きており、地震時の出火防止は今後も我が国での
地震対策の主流となるべきものである。
　そこで、これからの電気エネルギーが関与する
地震時出火への対応をまとめると、
①倒壊したり室内が混乱したままの家屋への電力
供給を行なわない等のきめ細かい電力復旧シス
テムの再検討（2004 年新潟県中越地震では、東
北電力が復電を地区・住戸単位に広報・周知した）
②阪神・淡路大震災以前においても、住民への防
災対策指導に盛り込まれていた「地震時に避難
等で自宅等を離れる時には、電気のブレーカー
を切る」を徹底すること
③電気器具を含めて、転倒等の異常が発生した場
合に自動的かつ確実にエネルギー供給を停止し



41

2007予防時報 230

よって提案されたものであるが、当時の利用可能
な市街地データは東京消防庁の「市街地状況調査」
以外にはほとんどなく、空地率の算出式は「市街
地状況調査」の区分に従わざるを得なかった。し
かし、現在は地方自治体レベルにおいても地理情
報システム :GIS が導入され、「都市計画基礎調査」
等への応用も始まり、１棟単位の延焼シミュレー
ションも実用化されている。また、ｍｎ比や不燃
領域率には、多様化しつつある建物構造や木造三
階建て住宅の容認等による市街地の中高層化に即
応しているとは言い難く、新たな指標の導出が必
要となってきている。

（２）市街地延焼と消防活動条件

　図２の消防活動条件では、常備消防力が急速に
整備されている一方、団員高齢化等による消防団
の活動能力低下が懸念されている。また、同時多
発出火が想定される大規模地震時には、自主防災
組織による初期消火の可否が市街地大火への拡大
の成否の鍵を握っている。しかし、広域的な木造
密集市街地の存在や耐震防火水槽を設置し得る空
地の減少が消防活動困難地域の解消・縮小のネッ
クとなっていることは否定できない。

（３）市街地延焼と気象条件

　近年、市街地延焼を防止するための市街地条件
の改善や消防活動条件の整備が進捗しているもの

の、発生した火災が市街地大火に拡大するか否か
は気象条件、とくに、火災発生時の風速と火災拡
大中の大幅な風向の変化に依存している。
  火災拡大中に大幅に風向が変化した事例として
は 1923 年の関東大震災時の東京・横浜や 1934 年
の函館大火等が挙げられ、いずれも大量の犠牲者
をもたらしている。一方、風速の増大は延焼速度
を飛躍的に増加させるとともに飛び火の多発や火
災旋風の発生を促す。
　市街地大火時の延焼速度は、風速が増大するに
つれて対数的に増加する。延焼速度の増加は、住
民の避難に大きな影響を及ぼすとともに、円滑な
消防活動を阻害する。

（４）地震火災の被害軽減策

  地震時の火災被害を軽減するためには、以下の
ような施策の継続が必要である。
①同時多発的な延焼火災を防止するため、住民に
よる初期消火の徹底、防災市民組織等による組
織的な火災拡大防止行動等、地震発生直後の「自
助」、「共助」体制の確立

②地震時の断水や防火水槽の漏水等に備え、既成
市街地内開水面の保存と創出

③協調建て替え等による街路幅員の拡大や消火活
動のための“ポケット広場”の造成などによる
街区間延焼の防止

④細街路の拡幅、隅切りの設置などの個々の施策
を積み上げた総合的な事前まちづくり計画の立
案と実施

　災害には人の手が係わっているのが常である。
地震火災対策に限らず防災対策全般では、対策
の継続性と社会の変化に応じた見直しが必要であ
る。

［参考文献等］
・望月利男、中林一樹編、大都市と直下の地震－阪神・淡
路大震災の教訓と東京の直下の地震－、1998 年９月１
日、東京都立大学都市研究所
・地震調査研究推進本部HP：
  http://www.jishin.go.jp/main/index.html
・内閣府防災情報のページ：
  http://www.bousai.go.jp/index.html
・東京都防災ホームページ：
  http://www.bousai.metro.tokyo.jp/図２  市街地延焼の促進・阻止要因
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事件神戸地裁所見などの司法の要請や金融庁、経

済産業省などの行政の要請に加えて、リスク情報

の開示や説明責任を求める社会の要請もあった。

また、経営上の必要性として、経営環境が激変す

る中、これらの変化に適切に対応していくために

不可欠の手段でもあった。

２．弊社のリスクマネジメントの考え方

１）弊社の経営理念を基礎とする
　弊社のリスクマネジメントの基本的な考え方

は、松下幸之助創業者が確立した弊社の経営理念

に基づいている。経営理念の中でも、その根幹と

なっている考え方は、「企業は、社会の公器である」

という考え方である。これを前提として、「事業

を通じて社会に貢献すること」が使命であり、か

つ、社会的責任であると考えている。これを大坪

社長は、ＣＳＲ経営と呼んでいる。「経営資源で

ある人・物・金は、それらをよりよく活用し、社

会全体を好ましい姿で維持していくために、いわ

ば企業に預けられている」と考えることから、こ

れらの社会からの預かり物である経営資源を守る

ためのリスクマネジメント活動が不可欠となって

くる。また、リスクマネジメント活動は、事業目

的の達成を阻害する要因を事前に洗い出して手を

１． 取り組みの背景

　弊社は、米国ニューヨーク証券市場に上場して

おり、米国の企業改革法、いわゆるＳＯＸ法の適

用を受けるため、ＳＯＸ法上の要請である内部統

制に対応する必要があった。ＳＯＸ法の事実上の

デファクトスタンダードと言われていたＣＯＳＯ

（トレッドウェイ委員会組織委員会）の内部統制

のフレームワークによれば、全社共通の基準にも

とづきすべてのリスクを含めた全社一元的網羅的

なリスクアセスメントが求められており、この点

に対応する必要があった。2004 年当時、外部監査

人から、この点を特に課題として指摘されたので

ある。

　このことが直接の契機となって、2005 年４月１

日より、松下グループとして、グローバルに共通

の基準で一元的網羅的なリスクアセスメントを行

うために、全社でリスクマネジメント活動を開始

した。勿論、企業にリスクマネジメントが求めら

れた理由は、米国のＳＯＸ法だけではない。大和

銀行事件大阪地裁判決や神戸製鋼総会屋利益供与

＊みやざき ゆうき／松下電器産業株式会社リスクマネ
ジメント室 室長／公認内部監査人
（CIA）／日本経営品質賞 認定セル
フアセッサー

松下電器のグローバル＆グループ
リスクマネジメントの取り組み

宮     勇気＊



ない。」と述べている。

（４）商売には一面危険が伴う

　時と場合によっては、避けるべきでない危険が

あり、そのような危険には、敢えて立ち向かうこ

とによって道がひらけることもあると考えた。

（５）衆知を集めた全員経営

　どんな偉大な人もその能力には限界があるか

ら、持続的成長のためには、「衆知を集めた全員

経営」が不可欠だとし、衆知を集めるためには、

上意が下達し、下意が上達することが必要だと考

えた。

　そのためには、社長は、いやなことを聞いてい

やな顔をするのではなく、重要な情報がすぐに伝

わるような雰囲気を絶えず内部に作っておくこと

が重要だとし、下位者は、具合の悪いときは、瞬

時に上位者に報告して指示を仰ぐことが重要だと

考えた。

（６）先憂後楽

　経営者には、難局に直面せずにすむように、常

に人びとに先んじてものを考え、いろいろ発想し、

それに基づいて予め適切な手を打っていくという

「先憂後楽」の発想が不可欠であると考えた。そ

して、これを欠く者は、経営者として失格である

と断言した。この「先憂後楽」の発想は、弊社の

リスクマネジメント活動において根幹となる考え

方である。

２）弊社のリスクマネジメントの考え方
　松下幸之助創業者の言う「失敗の原因を事前に

なくしていこうとする」活動が弊社の考えるリス

クマネジメントである。では、失敗の原因とは何か。

（１）戦略など経営の意思決定上の失敗

　創業者の著作から整理すると、戦略など経営の

意思決定に失敗する原因は、次のようなものとな

る。

①私心（感情や利害）にとらわれて、素直な心を

欠くこと

②商売の損得だけで考え、何が正しいかを考えな

いこと

③失敗の原因を環境や他人のせいにし、自分自身

打つことによって、「事業を通じた社会貢献」と

いう弊社の使命をより確実に果たすことができる

ようにする経営者のための手段であると言える。

このように弊社において、リスクマネジメントは、

経営理念あるいはＣＳＲ経営の実践を支える基礎

となるものと位置づけている。

　松下幸之助創業者の経営理念の中に見られるリ

スクマネジメント発想は、枚挙に暇ないが、主な

点は、以下の通りである。　

（１）自己観照・自社観照

　経営者として重要なことは、とらわれない心で

自らあるいは自社を客観的に見つめ直すことであ

るとし、これを自己観照・自社観照と呼んだ。

　そして、事業は、用意周到な準備とあらゆる配

慮をし、慎重にことを進めていけば、まず失敗と

いうことはあり得ないのが本当であるとの認識に

立ち、うまくいかない場合の原因は自分自身の内

にある、即ち、なすべきことをちゃんと考えてい

ないか、考えていても実行していないところにあ

ると考えた。そして、うまくいかないことを環境

や他人のせいにしていると自分自身や自社の内に

ある失敗の原因に気がつかず、環境や他人の影響

を受けて、それに左右される状態を自ら作ってし

まう。

　しかし、冷静に「己」を見つめ直すことにより、

自分自身や自社の内にある失敗の原因に気がつき、

手を打つ範囲も広がってくると考えたのである。

（２）失敗の原因はわれにあり

　失敗したときは、自分の考えが足りなかったこ

と、やり方に誤りがあったことを素直に認め、失

敗に学んで改めるべきを改めるとともに、さらに

この考えを徹底するならば、失敗の原因を事前に

なくしていこうという配慮ができるようにもなる

と指摘しており、現代のリスクマネジメントの発

想が明確に現われている。

（３）万物は限りなく生成発展を続けていく

　経営環境の変化の兆しを敏感に把握して対応し

ていくことが重要であるとし、「すべて事には“萌

し”がある。小さいことが大事に至る。この“萌

し”を敏感に把握して善処していかなければなら
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クを起こすなどである。

（４）経営環境の変化に対応できない場合

　具体的には、以下の場合などが考えられる。

①変化を把握する仕組みがない、あるいは変化に

気づいたが、情報が上に上がらないため、経営

トップが変化に気づかない場合

②変化に気づき、情報が上に上がったが、経営層

がこれを無視し、放置した場合

③変化に気づき、対策を採ったが、これを軽視し

たため不適切・不十分であった場合

（５）松下流リスクマネジメント

　このように「失敗の原因」を捉えると、失敗

の原因を事前になくしていく松下流のリスクマネ

ジメントとは、次の３つの活動を通じて、より確

実に事業を成功に導く経営者の手段であると言え

る。

　第一に、経営戦略の実現を阻害する要因、即ち、

外部環境や内部環境、業務プロセス上にある実行

上の障害を事前に洗い出して、これらに適切に対

応することである。これにより、経営戦略の実現

をより確実にするとともに、不測の事態を予防し、

また、万一発生したとしても、その損失を低減す

ることができる。

　第二に、経営戦略・施策の思わぬ副作用や弊害

など新たに発生するリスクを事前に洗い出して、

予防・低減することである。経営戦略自体は、間

違っていなくとも、これを組織の末端に下ろして

いく過程で、様々な誤解や思い込み、その他の事

情が作用して、弊害や副作用が生じる場合がある。

これらに対して、戦略策定時および実行段階で手

を打っていくのである。

　第三に、経営環境の変化から生ずるリスク（変

動要因）への対応である。リスクの予兆や変化を

リスク感度指標等によるモニタリングで敏感に察

知し、俊敏に対応することである。

　このように弊社のリスクマネジメント活動は、

事業経営において、経営理念を基礎としながら、

「失敗の原因、即ち、目標の達成を阻害する要因

を事前に発見・評価し、対策を打っていく活動」

であり、「経営戦略を策定・実行することによって、
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の内にあると考えないこと

④自分の過ちを認めないこと

⑤始めからできないと考えること

⑥途中であきらめること

⑦物事の一面しか見ないこと

⑧危険を恐れて避けること

⑨決断だけして、その実現を怠ること

⑩万物は生成発展するものだということを忘れる

こと

⑪部下を信頼せず、衆知を集めようとしないこと

⑫世間の声を聞こうとしないこと

⑬専業に徹しないこと

⑭社会の変化に適応せず、改めるべきを改めない

こと

⑮自社の経営力を超えた不適正な経営をすること

　弊社のリスクマネジメント活動において、これ

らは経営者の意思決定の問題、いわゆる戦略リス

クとして対象外としているが、これらは、創業者

の経営哲学として、弊社の経営幹部に繰り返し徹

底されている。

（２）“実行上の障害”があるため戦略を実行で

きない場合

　具体的には、次の３つが考えられる。

　第一に、地震や原材料の高騰など外部環境のリ

スクへの対応力不足である。

　第二に、いわゆる「戦略とオペレーションのね

じれ現象」が見られる場合である。具体的には、

業務プロセスや内部環境、即ち、組織や仕組み、

評価基準、文化、風土が、戦略やその施策と不整

合であることである。

　第三に、現場の“隠れた価値観”が表の戦略の

実行を阻害している場合である。

（３）戦略およびその施策が思わぬ副作用や弊害

（新たに発生するリスク）を引き起こす場合

　例えば、コストダウンがやり方によっては品質

リスクを引き起こす場合や、効率化・コストダウ

ンのために仕入先を集中することが、地震などで

仕入先が供給できない場合に代替部品を調達でき

ないという事業中断リスクにつながる。また、在

庫削減の活動が、やり方によっては、品切れリス



成功の原因をつくる活動」とともに、いわば事業

経営の車の両輪として機能することで、事業目的

の達成をより確実にするものであると考えている

（図１）。そして、リスクマネジメント活動を「全

社で見える化」することによって、社会からの要

請である適切な情報開示に応えることが弊社の信

用の向上につながる。

　このように弊社のリスクマネジメントは、松下

グループの経営理念に見られるリスクマネジメン

トの発想と考え方を根幹に据えて、これまで行っ

てきた当社の部門ごと・職能ごとのリスクマネジ

メントのいいところを活かしながら、一方で、米

国ＳＯＸ法や日本の会社法等の法的要請や社会か

らの情報開示の要請など新たな要請に応えるため

に、これをより体系的・組織的に衆知を集めて、

全社でシステムとして機能する仕組みに昇華させ

ることによって進化させてきた。

３．リスクマネジメント体制

　2005 年２月の取締役会でグローバル＆グループ

リスクマネジメント（Ｇ＆ＧＲＭ）委員会の設立

と同委員会委員長の任命を決議し、その年の４月

１日より実施した。

　この「Ｇ＆ＧＲＭ委員会」は、本社の各職能

を担当する９名の役員をメンバーとする職能横断

的な組織で、全社リスク管理担当取締役が委員長

になっている。また、事務局として、社長直轄の

専任組織として「リスクマネジメント室」が設置

された。そしてグローバルに展開するために、各

事業ドメインや関係会社、海外の地域統括会社に

夫々同様のリスクマネジメント委員会を設置し、

この委員会が傘下の関係会社を統括することとし

た。本社の各職能や各種委員会は、これら事業ド

メインや関係会社、海外の地域統括会社を行政・

支援する。

　Ｇ＆ＧＲＭ委員会は、これらの本社職能と各種

の委員会を緩やかに統合したものと言える。

　2006 年５月１日に新しい会社法が施行され、こ

れを受けてその５月度の取締役会では、「リスク

管理に関する規程その他の体制」に関する基本方

針として「リスクに関する情報を一元的・網羅的

に収集・評価して、重要リスクを特定し、その重

要性に応じて対策を講じるとともに、その進捗を

モニタリングし、継続的改善を図る。」ことを決

議した。そして、それまでの１年強の活動の成果

を踏まえて、これを反映したリスクマネジメント

基本規程を制定した。

４．Ｇ＆ＧＲＭ活動と内部統制の関係

　内部統制に関する法律と弊社が行っている種々
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図１　ステークホルダーの要請とリスクマネジメント



重点施策などの推進を阻害する発生不確実な事象

を指す。これは、より事業経営や戦略に直結した

形でリスクを洗い出すことと、リスクマネジメン
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の活動の関係は、図２のようになる。これらの法

律をバラバラに考えるのではなく、統合的に整理

すると、図２内の表のようになる。上の段には、「業

務の有効性と効率性」「コンプライアンス」「財務

報告の信頼性」「資産の保全」という目的を示し

ており、左の欄には、「リスクの評価と対応」か

ら始まって、ＣＯＳＯの内部統制のフレームワー

クをベースとした６つの活動内容を示している。

要はこの表全体を埋める活動を行うことが、これ

らの法律から求められているのであるが、弊社で

は、経営理念を基軸としてこれらの３つの活動が

相互に連携して夫々分担し、「漏れなくダブりな

く」全体をカバーしている。

５．Ｇ＆ＧＲＭの取り組み

１）リスクの定義と洗い出し
　リスクの定義は、「事業目的の達成を阻害する

発生不確実な事象」とし、すべてのリスクを網羅

的に把握することとしている（表１）。

　これに対して、「事業リスク」は、より限定し

た形で事業計画、中期計画の方針や戦略テーマ、

表１　対象とするリスク

リスク　事業目的の達成を阻害する発生不確実
            な事象
■災害・事故リスク
　－地震・台風・火災・テロ　他
■政治・経済・社会リスク
　－戦争・企業脅迫・誘拐　他 
■オペレーションリスク
　－ＰＬ・リコール、ご不満対応
　－知的財産権、独禁法違反
　－営業秘密漏洩、プライバシー侵害
　－環境汚染、不良債権　他 
■基幹業務プロセスリスク
　－開発の遅れ・失敗
　－価格下落　他

事業リスク
■事業計画の方針・重点施策の推進を阻害
する発生不確実な事象

■中期計画の戦略テーマ・重要成功要因の
推進を阻害する発生不確実な事象

図２　内部統制の要請と当社の取り組み



トの効果が事業計画の達成という目に見える形で

現われるようにすることを狙いとしている。

　リスクの評価は、図３の下の部分にある経営へ

の影響度の評価基準と発生可能性の評価基準によ

り評価するとともに、上の部分の５つの定性的基

準によって「全社重要リスク」を選定する。

　リスクアセスメントに際しては、３つのシート
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（リスクアセスメントシート、事業リスクのアセ

スメントシート、重要リスク対策計画シート）を

事業ドメイン・地域統括会社に配布し、記入の上、

提出を求める。また、記入に際しての参考として、

リスク項目ごとにセルフチェックリストを配布し

ている。

２）リスクの分析と対策立案
　図４は、リスクの分析と対策立案の考え方を示

している。まず洗い出されたリスクについて、い

わゆる「なぜなぜ分析」を行い、リスク要因の構

造と根本的な原因を見つけ出して、この根本的な

原因への対策を立案する。今後の課題は、このリ

スク対策を、あくまで仮説であると考え、モニタ

リングに際して、リスク対策の進捗とともにリス

ク感度指標によって、その有効性を評価し、有効

でないと評価された場合には、もう一度原因分析

を行い、リスク対策を見直すというところまで徹

底していくことである。

　また、洗い出したリスクについて、それが発生

したときの経営への影響を「何が」「いつ」「どう

なる」と最悪のケースを想定し、リスクが発生し

たときの二次災害の防止策を検討する。絞り込ま

れた重要リスクについては、このような原因分析

と影響分析をドメイン・地域統括会社に要請して

図３　全社重要リスク選定基準

■影響度・発生可能性評価が大きなもの
■全社的に対策が不十分なリスク
■社内の複数の組織に関連するリスク
■社会的関心事について、当社が社会的責任を
果たせないリスク

■今後の環境の変化次第では発現の危険度が増
大することが見込まれるリスク

 影響度評価　         発生可能性評価

  　判   定
  レベル　 想定金額

 　極大 100 億円以上

 
大
 10 億円以上

  100 億円未満

 中 10 億円未満

図４ リスクの分析と対策の立案

 判   定    発生可能性／
   レベル　     発生頻度

  いつ起きてもおか
 高 しくない
  1 年に 1回以上
  起きるかも知れない
 中 10 年に 1回以上
  ～ 1 年に 1回未満

  ほとんど発生しない
 
低
 10 年に 1回未満
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いる。

　現在はさらにこれを進めて、リスクマネジメン

トの各プロセス、即ち、

①リスクの洗い出しと絞り込み（重要リスクの選

定）、

②重要リスクについての原因分析と根本原因の追

究、対策立案、リスク感度指標の設定とモニタ

リング方法の決定

の各プロセスについて、弊社の経営理念である「衆

知を集めた全員経営」を実践し、より有効なリ

スクマネジメントに進化させるために、ファシリ

テーションの技術を活用したリスクマネジメント

ワークショップのノウハウを確立しつつあり、今

後全社に展開していくところである。

３）グループ全体の基本的な枠組み
　図５は、松下グループのリスクマネジメントの

全体像を表したものである。縦の軸は、大きく本

社とドメイン・地域統括会社に分け、本社をさら

にＧ＆ＧＲＭ委員会と本社職能に分けている。横

軸は、ＰＤＣＡサイクルにあてはめ、Ｐ：リスク

アセスメント、Ｄ：対策推進、Ｃ：モニタリング、

Ａ：継続的改善という流れを表している。点線の

矢印は情報の流れである。

　最初にリスクマネジメントを実施するにあた

り、方針を定める。Ｇ＆ＧＲＭ委員会での方針を

受けて、本社職能及びドメイン・地域統括会社で

も、リスクを洗い出す前にその年度の方針を明確

にする。

　次に、この方針に沿ってリスクの洗い出しを行

う。ドメイン・地域統括会社レベルでは、傘下の

事業場などからリスク情報を収集する。全社レベ

ルでは、ドメイン・地域統括会社からのリスクア

セスメント結果に本社職能が日々の行政・支援活

動を通じて知りえた情報を加味することにより、

網羅的なリスク収集を行う。

　３番目は、リスクの集約と重要リスクへの絞り

込みである。各ドメイン・地域統括会社でそれぞ

れ集約し、ドメイン等としての重要リスクを選定

する。本社レベルでは、ドメイン・地域統括会社

からの情報に基づいて、本社職能が集約し、「職

能重要リスク」への絞り込みを行う。さらに、Ｇ

＆ＧＲＭ委員会では、ドメイン・地域統括会社お

よび本社職能からの情報に基づき、全社重要リス

ク案を決定し、社長報告により、社長が全社重要

リスクを決定する。

図５　リスクマネジメントの基本的枠組み（年間ベース）
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　第４に、リスク対策について立案を行い、計画

を策定し、それに沿って実施する。ドメイン・本

社職能でそれぞれ先に決めた重要リスクへの対策

を優先する。ドメインは、グローバル連結経営責

任を負うリスクオーナーとしての立場から、どの

リスクにどのような対策を採るのかはドメイン社

長の経営判断に基づき決定、実施する。また、ド

メインは、全社重要リスクや職能重要リスクのよ

うに全社レベルでの対応を要する対策については、

それぞれ職能・委員会の指示に従って必要な対策

を実行しなければならない。

　最後に、リスク対策の進捗状況についてモニタ

リングを行い、その結果に基づいて継続的改善を

行う。まずドメインでは、ドメイン重要リスクと

全社重要リスクについては、対策の進捗をモニタ

リングする。また、今後は、リスク感度指標を設

定し、これをモニタリングすることで、対策の有

効性を評価していく。本社職能も自らリスク対策

の進捗について自己点検を行い、継続的改善を行

う。また、全社重要リスクの対策の進捗については、

Ｇ＆ＧＲＭ委員会がドメインおよび本社職能に対

してモニタリングを行う。またリスクの変化につ

いては、ドメインの場合、松下グループのレベル

で影響があると考えられるときには、担当職能や

委員会に報告する。本社職能は、このドメインか

らの報告や自らの職務の一環としてリスクの変化

に注意し、影響の大きなものについてはＧ＆ＧＲ

Ｍ委員会へ報告する。

６．具体的取り組み事例－事業継続計画
      （ＢＣＰ）

　全社的なリスクマネジメントに取り組んだこと

の一つの成果として、弊社の事業継続計画、ＢＣ

Ｐの取り組みがある。これは、2005 年度の全社重

要リスクとして７つの地震関連のリスクが挙がっ

ていたが、職能横断的なリスクであり、一つの職

能だけでは対応できないことから、ＢＣＰの取り

組みが遅れており、未だ着手されていなかった。

そのため、Ｇ＆ＧＲＭ委員会で取り組みが決定さ

れ、ＢＣＰプロジェクトが発足し、2006 年６月に

松下グループのＢＣＰ策定ガイドラインが完成し

た。現在、全社に展開中であり、2009 年度までに

全ドメインで少なくとも１拠点でＢＣＰを策定す

ることとしている。

７．今後の目指す姿

　これまでの活動は、「不祥事の予防やコンプライ

アンス」、「経営資産の保全／損害の予防・低減」、

そして「危機管理」の３つ、いわば「守りのリス

クマネジメント」を中心に行ってきた。しかし、

今後はこの「守りのリスクマネジメント」に加えて、

「収益を伴った着実な成長」を実現し、中期計画と

グローバルエクセレンスを実現するために不可欠

な「攻めのリスクマネジメント」を目指すべきで

あると考えている。

　即ち、事業には当然リスクが伴う。特に大きな

成長の機会に挑戦する場合には、そのリスクもさ

らに大きくなる。しかし、リスクを恐れていては、

なすべきこともできない。また、避けてはならな

いリスクもある。そこで、リスクを適切に管理す

ることにより、経営戦略の実行をより確実にする

とともに、より大きな成長の機会に「打って出る」

ことを可能にすることが「攻めのリスクマネジメ

ント」である。

　このようにリスクマネジメント活動の守りの対

応力をさらに磨くとともに、成長戦略への挑戦と

実行を支えるという、この守りと攻めのリスクマ

ネジメント活動が相俟って、他社に真似のできな

いいわゆる“裏の競争力”を生み出し、グローバ

ルエクセレンスの実現に貢献することができるよ

う、松下グループの活動レベルをフェーズチェン

ジしつつあるところである。その際、「失敗の原因

はわれにあり」との考えを徹底し、失敗の原因を

事前になくしていこうとした松下幸之助創業者の

経営哲学を基軸として、松下流の経営と一体となっ

たリスクマネジメント活動をさらに加速していき

たいと考えている。
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協会だより
損害保険業界および日本損害保険協会の諸事業や主な出来

事のうち、特に安全防災活動を中心にお知らせするページ

です。これらの活動等について、ご意見やご質問がござい

ましたら、何なりとお気軽に編集部あてお寄せください。

日本損害保険協会ホームページ： http://www.sonpo.or.jp/ 

・平成 19年能登半島地震の支払保険金見込み額

をまとめました。

3月25日（日）に発生した平成 19年能登半島

地震に係る地震保険の保険金支払見込額（18社合

計）は、下表のとおり約 18.2億円となりました。

平成 19年能登半島地震に係る支払保険金

（見込み含む）

証券件数 支払保険金

（件） （百万円）

輪島市 458 434 

珠洲市 139 71 
石川県 七尾市 822 601 

そのイ也 815 558 

小 計 2,234 1.664 
＝届=- 山 県 214 126 

干高 井 県 2 1 

そ の 他 21 30 
よ口』 計 2,471 1.821 

（注）上記は4月17日（火）現在の見込みであり、今

後修正されることがあります。

く参考＞

過去の主な地震による地震保険支払保険金

（見込み含む）

災害名
発生 支払保険金

年月日 （億円）

兵庫県南部地震 1995年

1 （阪神・淡路大震災） 1月17日 783 

2 芸予地震
2001年

3月24日
169 

3 
福岡県西方沖を震源と 2005年

163 
する地震 3月20日

4 
平成 16年新潟県中越 2004年

146 
地震 10月23日

5 十勝沖地震
2003年

59 
9月26日

6 
福岡県西方沖を震源と 2005年

52 
する地震 4月20日

7 鳥取県西部地震
2000年

10月6日
29 

50 

災害名
発生 支払保険金

年月日 （億円）

8 
宮城県沖を震源と 2003年

22 
する地震 7月26日

9 
宮城県沖を震源と 2003年

する地震 5月26日
19 

10 
平成 19年能登半島 2007年

地震 3月25日
18 

※日本地震再保険株式会社調べ（ただし、「平成

19年能登半島地震」は損保協会調べ）

．自動車ユーザー向け冊子「あなたの大切な愛車

が危ない！自動車盗難防止ガイド」を作成しま

した

自動車盗難対策室で

は、自動車ユーザ一対

象に「あなたの大切な

愛車が危ない！自動車

盗難防止ガイド（A5判－

19ページ）」を警察庁

の協力を得て作成しま

した。

［目的と内容］

この冊子は、自動車

盗難や車上ねらいの対

、＇＂＂＇ヲ~ , __ 

...-1 Cl Clll.：：＇よ:i.,v’A

p椙ミ..，oe－.監丘三；。

<'9＇玄損害袋緩箆会
B皇ヌ＞欝官主？

策のポイントを自動車ユーザーに分かりやすく理

解していただくために作成したものです。内容は、

自動車盗難や車上ねらいの発生状況等を理解して

いただくための「現状編」と被害に遭わないため

の注意点・盗難防止装置などを紹介する「対策編」

に分かれ、それぞれのポイントをイラスト付で分

かり易くまとめています。個人でのご利用は勿論、

職場や地域での啓発活動にもご活用いただける内

容となっております。

［入手方法】

郵送料として 140円分の切手を同封し、「あな



2007予防時報230

たの大切な愛車が危ない！自動車盗難防止ガイド希

望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号

をご記入の上、下記あて先にお申し込み下さい（お

一人様1冊に限ります）。

《お申込み先〉

干353-0001 埼玉県志木市上宗岡 3-5-11

（株）毎日ビジネスサポート物流センター内

「そんぽ刊行物発送事務局」係

※複数部数ご希望の場合

複数部数をご希望の場合は l冊につき 50円

（税込）と郵送料の実費をご負担いただきます。

当協会・業務運営部自動車盗難対策室（TEL

03-3255-1226）にお問い合わせ下さい。

※お送りいただいた個人情報は、本冊子の送付作

業以外には一切使用いたしません。

．損害保険業界の地球温暖化対策 1 2010年度に

おける電力使用量を、対2000年度比で 18%削

減！

近年、地球温暖化問題が大きく取り上げられ、

2005年2月に京都議定書も発効したことなどから、

日本でも二酸化炭素等の温室効果ガス削減について

具体的な数値による削減目標が定められ、官民一体

となった取組みが進められるようになりました。

当協会でも、企業の社会的責任を一層果たすべく、

日本経団連の自主行動計画に従い、地球温暖化の大

きな原因である二酸化炭素排出量削減のための2つ

の目標を策定しました。ひとつは「2010年度におけ

る本社での電力使用量を 2000年度比 18%減とする」

という数値目標、もうひとつは「各保険会社の社有

車における低排出ガス車の導入を推進していく」と

いう数値目標以外の目標です。数値目標達成に向け

ての具体的な活動としては「環境 Is Oによる環境

マネジメントの推進」「事務室、会議室等における

不要照明のこまめな消灯による電力使用量削減の取

組み」「事務室内の温度設定による電力使用量削減」

「クールピズ、ウォームピズの実施Jなどの取組み

があげられます。

電力使用量の削減については損保各社でも取組み

を既に実施しており、 2005年度には対2000年度比

14.8%の削減を達成していますが、今回の数値目標

はその実績を更に上回るものであり、損保業界全

体の地球環境に対する問題意識の高さを反映した

ものとなっています。

なお、損害保険業界は、これまでも 1996年に「損

害保険業界の環境保全に関する行動計画」を策定

するなど、「地球温暖化対策」「循環型経済社会の

構築j「社内外における環境啓発活動」等を積極的

に推進しています。

・「交差点の危険フォーラム in愛知」を開催しま

す！～交通事故のない安全で安心な地域社会に

むけて～

当協会では、中日新聞社と全国地方新聞社連合

会と共催で7月31日（火）にテレピアホール（名

古屋市東区）で「交差点の危険フォーラム出愛知J
を開催します。

交差点は、歩行者や自転車、バイク、車が頻繁

に行きかうなど交通事故が発生しやすい場所です。

平成 18年に交差点（交差点付近を含む）で起きた

死亡事故は、全死亡事故の 47.6%と約半数を占め

ています。つまり、交通死亡事故を減らすためには、

事故多発交差点の原因と対策を認識することが有

効です。

本フォーラムは、事故多発交差点に焦点を当て、

歩行者やドライバーの交通安全意識を向上させる

とともに、警察や行政、住民が一体となって安全

で安心な地域社会を構築することを目的として開

催するものです。当日は、県内の交通事故の状況

とその対策についての講演、飲酒運転事故を題材

にした映画「 0 （ゼロ）からの風」の監督である

塩屋俊氏による対談、「交

通事故死ストップザ

ワースト」をテーマにし

たパネルデイスカッショ

ン等を行います。この他、

会場では交通安全に関す

るパネル展示や資料配布

を行います。

日市発愛

点
検
判

惹
危
河

一一心（の…
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協会だより

なお、今年4月には本フォーラムに先駆けて愛

知県内の事故が多発する交差点の原因と対策をま

とめた冊子「交差点の危険（愛知県版）」を作成し、

春の交通安全運動期間中（5/11～5/20）に事故多

発交差点で街頭配布し、交通安全を呼びかけました。

本フォーラムに参加をご希望される方は、生活

サーピス部安全安心推進グループ（03-3255-1294) 

までお問い合わせください。

．学校で、家庭で、地域で取り組む！

「子どもを犯罪から守る手引き」を作成！

～防犯教室、講習会、防犯イベン卜、家庭での

学習に活用を！～

当協会では、近年子ど

もが犯罪被害や事故に遭

うことから「子どもを犯

罪・事故から守る手引き

(A4判.40ページ）を

作成しました。

本冊子は、学校・地域

などで子どもが犯罪や交

通事故などの不慮の事故

に巻き込まれないよう、

；孝三、ふZin遣さしJ
~＝！）写髄

号先~：
r(jj＇.終
盤：忌

大人と子どもたちが防犯・事故防止について一緒

に考えていただくことを目的としています。

各家庭のほか、小学校、 PTA、警察、防犯ボラ

ンティア団体、町内会等で行う防犯・事故防止の

講習会、防犯教室など様々な場面でご利用いただ

けます。

・特徴

・イラスト中心の子ども向けページと解説中心の

大人向けページから構成されています。

－犯罪・事故の防止策、犯罪・事故が起こりやす

い場所、地域安全安心マップ、「子ども llO番の家」

シールラリー、防犯教室のノウハウ、防犯ボラ

ンテイア団体の取組みなどを網羅的にまとめて

います。

本冊子は、当協会のホームページから PDF  

ファイルをダウンロードできます。冊子をご希

望の方は、生活サービス部安全安心推進グループ
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( 03-3255-1294）までお問い合わせください。

・『水害被害の防止・軽減に向けての活動記録J
を作成しました。

当協会では、近年多

発している水害被害の防

止・軽減に資する目的で、

2001年度から 2006年度ま

での問、洪水ハザードマッ

プの作成・普及の促進を

中心としたさまざまな取

り組みを進めてまいりま

した。

このたび、当協会にお

， 一 一 一 一 一 一 一 一 一

水警鐘奮の防止鰭混に向げての活動記録

一r跡ハト同.，プ』柿枇師同，てー

＼ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一

栓健三人買事.書.隙協会

虚弱含醐舗拍輔グループ

ける水害被害の防止・軽減にかかる取り組みの概

要のほか、近年の水害発生状況、水防法の改正等

を含め、時系列に総括して取りまとめた報告書を

作成いたしました。

＜報告書の概要＞目次

第1章 1990年代後半以降の主な水害と国の

1.1 

対応

1999年に発生した豪雨災害（地下室で

の水死事故）

1.2 2000年「東海豪雨」災害

第2章具体的な取り組み

2.1 2001年度の取り組み

2.2 2002年度の取り組み

2.3 2003年度の取り組み

2.4 2004年度の取り組み

2.5 2005年度の取り組み

2.6 2006年度の取り組み

2.7 取り組みの総括

第3章まとめ

3.1 2005年7月の水防法改正の背景

3.2 水防法の改正（2005年7月）

3.3 今後の課題

3.4 最後に

本報告書をご希望の方は、当協会ホームページ

で送料、申込方法等、詳細をご確認下さい。
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2007年１月・２月・３月

災害メモ

�

�

�

�

�

★火災

●１・20　兵庫県宝塚市の2階建て

カラオケボックス「ビート」で火災。

女性店員が火をつけたまま調理場を

離れたためてんぷら油に引火｡3人死

亡、5人負傷。

●１・29　埼玉県熊谷市の木造2階

建て住宅約120㎡全焼。次女が灯油

をまき放火。3人死亡、1人負傷。

●１・31　埼玉県草加市の木造モル

タル2階建て住宅約128㎡のうち1階

約60㎡焼損。石油ファンヒーターの

火が引火か。母子4人死亡、1人負傷。

●３・16　岩手県滝沢村の木造平屋

建て住宅約200㎡全焼、3人死亡。

●３・20　新潟県上越市の信越化学

直江津工場のメチルセルロース製造

施設3階で爆発。鉄筋4階建て施設約

9,600㎡炎上。17人負傷。

★陸上交通

●２・11　北海道千歳市の市道で自

衛官らが乗った乗用車が大型トレー

ラーと衝突。シャーベット状の路面

でスリップ。3人死亡、1人負傷。

●３・９　新潟県阿賀町の磐越自動

車道上り線の吉津トンネル付近で乗

用車とタンクローリーが正面衝突｡

緩やかなカーブで乗用車が対向車線

にはみ出す。3人死亡。

★海上

●２・14　三重県志摩市の大王崎沖

を航行中の韓国船籍貨物船「ゼニス・

ライト」が救助要請。大しけで沈没｡9

人死・不明、2人負傷。

●３・17　青森県おいらせ町沖でホ

ッキ漁に出ていた漁船「第5有漁丸」

（4.48ｔ）が転覆。3人死・不明。

★航空

●３・13　高知県高知市の高知空港

で大阪（伊丹）発の全日空1603便

ボンバルディアＤＨＣ8型機が着陸

の際、前輪が下りなくなるトラブル。

機首を下げ後輪だけで胴体着陸。

●３・30　鹿児島県徳之島町で急患

輸送要請を受け那覇から徳之島に向

かった陸上自衛隊の輸送用ヘリコプ

ターＣＨ47が天城岳山頂付近に墜落・

炎上。4人死亡。

★自然

●１・30　奈良県上北山村の国道

169号で道路わきのがけが崩れ乗用

車1台土砂に埋まる。3人死亡。

●３・18　北海道積丹岳で22人の

グループがスノーモービルで遊んで

いたところ雪崩に巻き込まれる。氷

の上に積もった新雪がスノーモービ

ルの震動で崩れた可能性。4人死亡、

1人負傷。

●３・25　平成19年(2007年)能登

半島地震。グラビアページへ。

★その他

●１・17　北海道北見市で都市ガス

管が破損、ガス漏れ。住民多数ガス

中毒。3人死亡、11人負傷。

★海外

●１・１　インドネシア・スラウェ

シ島付近で、インドネシアの民間航

空会社アダム・エア574便ボーイン

グ737型機が消息断つ。102人死亡。

●１・12　ブラジル・サンパウロで、

市中心部の地下鉄建設工事の穴が崩

れ車両が転落、土砂に埋まる。7人

死亡。

●１・14　タイ・ホアヒンでバンコ

ク行きの旅客列車とバンコク発の旅

客列車が駅で正面衝突、客車4両脱線。

どちらかの列車が信号無視。3人死亡、

70人負傷。

●１・15　イタリア・メッシナ港の

入り口でレッジョジカラブリア発の

150人乗りハイドロフォイルフェリ

ーがコンテナ船と衝突、ブリッジ大

破、一時火災発生。4人死亡、55人

負傷。

●１・16　インドネシア・ジャワで、

ソロ発ジャカルタ行きの旅客列車の

客車1両が脱線し橋から転落。5人死

亡、139人負傷。

●１・16　アメリカ・ケンタッキー

のルーイヴィル南方で貨物列車脱線。

積荷のシクロヘキサンなどが漏洩、

爆発・炎上。11人負傷。

●１・18　イギリス・ドイツ・ポー

ランド・オランダ・チェコ・オース

トリア・ベルギー・フランス・北ヨ

ーロッパ各地でハリケーン並みの暴

風が吹き荒れ、停電、鉄道運休、船

舶遭難など。47人死・不明。

●１・24　エクアドル・マンタ付近

で夜間演習中の軍用ヘリコプター2

機が空中衝突。就任間もない女性国

防大臣を含む7人死亡。

●２・１　インドネシア・ジャカル

タで、豪雨により川の水があふれ、

首都の40～75％で洪水（深いとこ

ろでは3ｍ）。50人死・不明。

●２・２　アメリカ・フロリダ州。

竜巻、雷を伴う激しい暴風雨。強風

のためトレーラーハウスや教会など

1,500棟損壊。約1万世帯停電。20

人死・不明。

●２・３　チリ・プンタアレナスの

外国人観光客用のブルーハウスホテ

ルでショーによる火災。10人死亡、

11人脱出。

●２・３　チリ・バルパライソの世
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山崎 文雄 千葉大学教授

編集後記

　今号から予防時報に携わることに

なりました。私も飲酒運転の防止活

動には力を注いできたので、様々な

専門家の最新の知見に触れることが

できた今号の座談会は非常に有意義

でした。これからもよろしくお願い

します。　　　　　　　　（岩崎）

 ５月に気象庁から日本周辺海域の

海面水温の長期変化傾向が発表され

ました。前号（229号）の座談会で

も触れていますが、地球温暖化に伴

う気象への影響が懸念されます。環

境のために今できることに取り組ん

でいきたいと思います。  （阿見）

 この夏はどんな暑さになるのでし

ょうか。温暖化の問題は、国境を越

え深刻な問題です。水不足や熱中症

などのトラブルのない夏になること

を祈ります。　　　　　　（山本）
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昭和

Ｃ

Ｃ

界遺産に指定されている旧市街でガ

ス爆発、数棟全半壊、火災。数時間

前からガス漏れか。9人死亡。

●２・３　インド・ムンバイ近郊で

建設工事中の倉庫の壁が崩れ作業員

が生き埋め。15人死亡、5人負傷。

●２・５　インド・カルカッタ郊外

のサリー刺繍工場で火災。工場内の

ディーゼル燃料が電気火花により着

火。7人死亡。

●２・21　トルコ・イスタンブール

で27人入居の5階建てアパートが崩壊。

通行人が建物が揺れているのを見つ

け、叫んだり、石を投げたりして居

住者に警告した。取り壊し予定の危

険な建物16,000棟のうちの一つだ

った。2人死亡、26人負傷。

●２・22　インドネシア・ジャカル

タ沖でジャカルタからスマトラ島沖

のバンカ島に向かっていたフェリー

火災。42人死亡。

●２・23　ラトビアの3階建て老人、

障害者用養護ホームで火災。ショー

トが原因か。25人死亡。入居者97人、

80人救助。

●２・26　ブラジル・リオデジャネ

イロで、繁華街の中心部にある改装

中のカナダホテルの正面が崩落。14

人死亡。

●３・２　インドネシア・フロレス

島で、豪雨により島の各所が地すべ

り。電話不通、道路寸断で救助進ま

ず。70人死・不明。

●３・６　ジンバブエ・ハラレ近郊

の踏み切りで定員の2倍の乗客が乗

ったバスが貨物列車と衝突。34人死

亡。

●３・７　インドネシア・ジャワ島

で、ガルーダ・インドネシア航空機

が着陸に失敗。グラビアページへ。

●３・12　アメリカ・ニューヨーク

で80両編成の貨物列車の貨車15両

が脱線。ＬＰＧタンク車爆発、巨大

ファイヤーボール形成。6両焼損。

●３・13　インドで結婚式の客が乗

ったバスが豪雨による地滑りの頻発

していた地域に停車中、道路が崩れ

て180m下の谷に転落。18人死亡、

28人負傷。

●３・14　インド・ムンバイ近郊で

建設中のビルの屋根が崩れ作業員生

き埋め。7人死亡。

●３・19　ロシア・シベリアのケメ

ロボの2002年に操業を開始した新

しい炭鉱地下270ｍで、岩が崩れて

メタンガスがたまり爆発。110人死亡。

●３・20　ロシアで老人ホーム火災。

50㎞離れた消防が1時間以上かけて

到着。63人死亡。

●３・21　アメリカ・アラスカの北

極海でアメリカと共同演習中のイギ

リスのトラファルガー級原子力潜水

艦「ＨＭＳ Ｔireless」で緊急酸

素発生装置が爆発。2人死亡、1人負

傷。

●３・22　モザンビーク・マプート

の国際空港近くの武器庫で爆発。次々

に誘爆し、砲弾やその破片が住宅地

に飛散。夏の猛暑で庫内が過熱か。

96人死亡、400人負傷。

●３・25　ロシア・モスクワのナイ

トクラブで火を使ったショーの最中

に衣装に着火、近くの可燃性液体の

容器に引火し火災拡大。10人死亡。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内　災害情報センター

　（TEL.03-5286-1681）発行の「災害情報」を参考に編集しました。

        ホームページ　http://www.adic.rise.waseda.ac.jp/adic/index.html

FAXまたは電子メールにて、ご意見・ご希望をお寄せ下さい。
                                            FAX03-3255-1223    e-mail : angi@sonpo.or.jp



ガルーダ機着陸に
失敗、炎上

2007年3月7日午前7時（日本時間同日 9時）ごろ、インドネシア・ジャ

ワ島のジョクジャカルタ国際空港で、ジャカルタ発ガルーダ・インドネシ

ア航空のボーイング 737型機（乗客乗員 140人）が着陸に失敗、炎上したO

空港当局者などによると死者 23人、負傷者は約 100人にのぼった。同機

には日本人2人が搭乗していたが、いず、れも脱出し、軽傷だった。

⑥ロイタ一一アフ口
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落

2007年4月29日、米カリフォル二ア州オークランドで、ガ より、上を走る高速道路の一部が溶けて崩落したO 運転手はや

ソリンを積んだタンク口ーリーが高速道路インターチ工ンジの けどを負ったが助かり、他に死傷者はなかった。

支柱に衝突し、炎上したO 積載していた約 32,000リットルの ⑥ロイタ一一アフ口

ガソリンが炎上し、高さ約 60mの火柱となった。その火炎に



ジ‘エツトコースター
事故、 1人死亡、
19人重軽傷

2007年 5月5日午後O時 50分ごろ、大阪府吹田市

千里万博公園の遊園地「エキスポランドjでジェットコー

スター「風神雷神IIJ ( 6両編成）が脱線し、乗客1人死亡、

19人が負傷した。事故原因は車軸の金属疲労と思われ

る破断であり、同様の危険性は全国の遊園地に数多く設

置されているジェッ卜コースターにも存在する。そのた

め、現在は JISに規定されているだけの点検システムが

問題視され、国土交通省が事故防止対策を検討しているO

⑥毎日新聞社

2007年3月25日午前9時 42分ごろ、能登半島を中心に広い範囲で

強い地震があり、石川県輪島市などで震度6強を記録した。震央は能登

半島沖で震源の深さは約 11km、地震の規模は M6.9だった。消防庁の第

45報（5月28日付）によると、死者 1人、重傷者31人、軽傷者 305人、

住家被害は全壊630棟、半壊 1,520棟、一部損壊 12,670棟にのぼった。

⑥毎日新聞社



E孟ヨ~~=j羽自【藩 主な刊行物／ビデオのご案内

・刊行物 （有料のものと無料のものがありますJ た送料は日IJ途ご負担いただいております。）

交通安全関係

・交差点の危険 ～事故が多発する交差点 その原因と対策は～ ・企業における効果的な交通安全対策構築に関する調査・研究報告書
（東京都版・兵庫県版 E 愛知県版） 圃自動車保険データにみる交通事故の実態

・飲酒運転防止マニ斗アル ・企業の自動車事故防止 ・軽減に資する手法の調査・研究報告書

・「飲みま室言ドライパー」マニュアル ・交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究
・交通安全情報源ファイル ・交通事故被害者の受傷状況についての分析し E
・企業における交通安全対策の現状 ・車両形状別・シートベルトの分析報告書

安全技術関係

・予防時報 （季干IJ) ・自然災害被害の防止 ・軽減に資するための調査・研究報告書
・洪水ハザードマップと防災情報に関する調査報告書 ・病院における医療安全対策に関する調査・研究報告書

・洪水ハザードマップ集 ・建物の耐震技術に関する調査・研究報告書
・東，毎豪雨そのとき企業は ・企業のリスクマネジメントに関する調査・研究報告書

・災害に負けない企業づくり ．工場防火に関する調査・研究報告書

・危険物と産業災害 ・建物の火災被害想定に関する調査・研究報告書

・地震と産業被害 E工場・倉庫建物の強風対策に関する調査・研究報告書

・世界の重大自然災害 ・海外安全法令シリーズ （No1～13) 
・世界の霊大産業災害

。交通安全・安全技術関係の干11m犯につきましては、当協会業務企画部企画・安全技術グループ日正 問 32！即39刀までお問い合わせ下さい。

事故 ・災害予防関係

• f（まうさい探検隊』授業実践の手引き ・災害絵図集 ー絵で見る災害の歴史ー
・子どもを犯罪・ 事故から守る手引き ・ドリルDE防災PartII 
・災害と事故防止のハンドブック 一災害からあなたを守る国語・算数・理科・社会一

・津波防災を考える •NP Oのためのリスクマネジメント

・火山災害と防災

。災害予防関係の刊行物につきましては、当協会生活サービス部安全安心推進グループ口旦（03)3255 1294］までお問い合わせ下さい。

・ビデオ
交通安全関係

・ザ・チャイルドシート（29分］ ・ザ・シー トベルト2 〔22分〕
・シニア ドライパ一 一急培する高齢ドライパーの事故ー 〔35分〕 ・交差点事故を防ぐ（18分〕
・ザ・シートベルト〔37分〕 ・追突ー混合交通の落とし穴 ［27分〕

災害予防関係

・津波版「｜まうさい探検隊jCD-ROM （日）（英）〔10分〕 ・その時きみは？一良太とピカリの地震防災学ー〔19分〕
・カードゲームlまうさいダック～自分の身は自分で守ろう～ 〔17分〕 ・住宅火災 あなたの家庭は大丈夫つ 〔20分〕
・わがまち再発見！ ｜まうさい探検隊〔22分〕 ・住宅火災から学ぶ〔25分］
・市民防災力の強化を目指して〔105分〕 ・うっかり家の人々ー住宅防火診断のすすめ一〔20分〕
•NP 0・NG O運営上のリスクとその対処〔20分〕 ・うっかり町は大騒ぎー住宅防火診断のすすめー〔20分〕
・開国迫る 1日本の機械安全一国際安全規格1$012100－ 〔26分〕 ・うっかり町の屋根の下｝住宅防火のすすめー〔25分〕
国自然災害を知り備える 平成の災害史ー〔25分〕 ・地震！その時のために一家庭でできる地震対策ー〔28分〕
・風水害に備える〔21分〕 ・1也震！ I Tニックを避けるために （手話あり） 〔23分〕
・河川災害の教副11〔24分〕 ・検証 '91台風19号 ｛風の傷跡） (30分〕
・家族でガッテン住宅防火〔25分〕 ・日本で過ごすあなたの安全英語版〔13分〕
・家族de防火 〔20分〕 ・火山災害を知る（日）（芙）〔25分］

。交通安全・災害予防関係ビデオは、講演会や座談会などにご利用下さい。

ビデオについては、上記記載の他多数用意 しております。

詳細lま当協会生活サービス部安全安心推進グループ[TEL.(03) 3255 1294］までお問い合わせ頂くか、当協会ホームページでご確

認下さい。 （一部のビデオは実費で頒布しております。）

なお、当協会各支部［下記参照］にて、 無料貸し出しもしております。

当協会各支部連絡先
北海道：：：(011)231-3815 東北：：：(022)22ト6466 関東：：：(03)3255-1450 静 岡＝(054) 252-1843 北陸：：： (076)22ト1149
名古屋＝(052)971 1201 近畿＝(06) 6202-8761 中 国 ＝(082) 247 4529 四国：：：(087) 851-3344 九州＝ (092) 771-9766 
沖縄＝(098) 862-8363 
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近年子どもが犯罪被害や事故に遭うことから、

学校・地域などで子どもが犯罪や交通事故など

の不慮の事故に巻き込まれないよう、大人と子

どもたちが防犯・事故防止について一緒に考え

ていただくことを目的とした 「子どもを犯罪・

事故から守る手引き」を作成しました。

入手方法等詳細は、当協会ホームページ

(h抗p://www.sonoo.orJp）をご覧ください

かけがえのない環境と安心を守るために

（社）日本損害保険協会はIS014001を認証取得しています．

JQA EMl 791 

日本損害保険協会の安全防災事業

交通安全のために
・飲酒運転防止啓発活動
・交通安全啓発のための広報活動
・交通安全推進ビデオの販売・貸出
・交通安全教育事業への協力
・救急医療体制整備の援助
・交通事故防止機器材の寄贈

災害予防のために
・消防資機材の寄贈
．防火標語の募集・防火ポスターの寄贈
・防災リーダー養成講座の開催
・防災ビデオの貸出
・妨災教育の推進

安全防災に関する調査・研究活動
交通事故、火災、自然災害、傷害、賠償責
住等さまざまなリスクとその安全防災対策
について、調査研究活動を進めています。

紋日本損害保険協会
干10ト8335 東京都千代田区神田淡路町2-9

電話03(3255)1397（業務企画部企画 ・安全技術グループ｝

http://www sonpo,or. jp 

あいおい損保

朝日火災

共栄火災

ジ ェ イアイ

スミセイ損保

セコム損害保険

セゾン自動車火災

ソ ニー 損保

損保ジャ パ ン

そんぽ 2 4 

大 同 火災

東京海上自動

トーア再保 険

日新火災

ニッセイ同和損保

日本興亜損保

日本地震

目立キャピヲル損保

富士火災

三井住友海上

三井ダイ レクト

明治安田損 保

（社員会社50音順）

2007年7月1日現在

本総は以下の用紙を使用しています。

｜ 商品名 ｜古紙含有率i白色度

表紙・口絵IA2コートR I 100% I so% 

目 次 ｜ヱコカテーうぐいす I 50% I 10% 

本 文 IOKプリンス上質工コGIOOI 100% I 74% 


